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本

四
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【
要
約
日
　
辛
亥
革
命
に
対
す
る
日
本
の
動
向
は
、
従
来
外
交
政
策
・
借
款
問
題
・
批
論
に
分
っ
て
研
究
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
本
稿
で
は
露
寒
・
桂
文

書
等
を
引
用
し
て
陸
箪
：
官
僚
の
動
向
を
も
含
め
、
明
治
末
年
の
日
本
の
情
勢
を
包
括
し
て
、
そ
の
致
策
を
後
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
要
約
す
れ
ば
、
桂

内
閣
と
西
園
寺
内
圧
と
の
差
異
、
列
強
の
対
日
警
戒
、
し
だ
い
に
軍
閥
密
僚
に
挑
判
的
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
議
会
勢
力
・
世
論
の
圧
力
が
、
政
策
の
混
迷

を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
明
治
末
期
の
臼
本
の
権
力
構
造
の
縮
図
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
殴
九
巻
菅
苓
　
｝
九
六
六
年
｝
月

ら
か
に
し
た
い
。

は
　
じ
　
め
　
に

亥革命と日本の動向（由本）

　
辛
亥
革
命
と
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
戦
後
外
交
史
家
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

研
究
が
若
干
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
外
交
文
書

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
交
政
策
の
よ
っ
て
き
た
る
と

こ
ろ
で
あ
る
国
内
情
勢
に
関
説
す
る
と
こ
ろ
に
と
ぼ
し
い
。

　
辛
亥
革
命
は
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
十
月
十
臼
に
勃
発
し
た
。

当
時
の
西
園
寺
内
閣
の
対
策
は
、
革
命
の
本
質
を
見
誤
っ
た
せ
い
も

あ
る
が
、
定
見
を
欠
き
、
混
迷
に
陥
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
嶺
時
の

わ
が
国
の
政
治
情
勢
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
山
県
文
書
・

桂
文
書
（
圏
立
瞬
会
國
護
館
蔵
）
そ
の
他
を
利
用
し
て
こ
れ
ら
の
点
を
明

嘲
　
革
命
勃
発
初
期

　
辛
愚
輩
命
勃
発
轟
時
、
新
聞
報
道
は
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
伊
土
戦
争
に
重
点
が
お
か
れ
、
清
国
情
勢
に
注
目
し
た
報
道
が

あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
は
も
と
よ
り
、
政
府
も
た
ん
に
「
暴

動
」
と
み
な
し
、
そ
の
重
要
性
を
み
お
と
し
た
が
た
め
、
対
策
も
立

遅
れ
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
後
現
地
よ
り
伝
え
ら
れ
る

報
道
は
事
態
の
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
政
府
が
閣
議

に
お
い
て
根
本
方
針
を
決
定
し
た
の
は
、
革
命
勃
発
二
週
間
後
の
十

月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
革
命
へ
の
対
策
と
し
て
は
、
非
干
渉
と
干
渉
の
二
つ

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
非
干
渉
の
立
場
も
、
㈲
事
態
の
推
移

に
ま
か
せ
る
も
の
と
、
⑧
旧
態
に
復
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と

の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
前
者
は
大
部
分
の
民
悶
与
論
で
あ
り
、
後

者
は
革
命
騒
ぎ
に
乗
じ
て
新
利
権
の
獲
得
に
狂
奔
し
、
中
国
の
古
風
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
頽
廃
的
な
帝
国
組
織
の
回
復
を
望
ん
だ
諸
列
強
の
態
度
で
あ
る
。

　
千
渉
の
立
場
は
、
鋤
清
朝
援
助
と
⑧
革
命
軍
援
助
の
両
考
が
あ
る
。

前
者
は
ド
イ
ツ
と
薦
本
の
政
府
で
あ
り
、
革
命
軍
が
勝
利
す
れ
ば
そ

の
反
感
を
買
う
と
い
う
弱
点
を
も
つ
。
ド
イ
ツ
は
清
朝
を
援
助
し
て

た
ち
ま
ち
独
貨
排
斥
運
動
に
遭
遇
し
た
。
日
本
政
府
は
、
当
初
消
極

策
を
と
な
え
な
が
ら
、
軍
部
の
圧
力
も
あ
っ
て
実
際
上
は
干
渉
を
策

し
た
。
そ
の
理
由
は
、
大
陸
進
禺
と
革
命
の
成
功
H
共
和
国
の
成
立

へ
の
恐
怖
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
方
向
も
う
輩
命
軍
が
優
勢
に
な

れ
ば
、
両
者
を
援
助
す
る
原
敬
の
現
実
的
構
想
と
、
あ
く
ま
で
清
鰯

援
助
に
焦
慮
す
る
伊
集
院
警
笛
公
使
の
構
想
と
に
分
れ
、
混
乱
に
陥

る
の
で
あ
る
。
⑧
の
革
命
軍
援
助
は
、
㈲
革
命
軍
に
同
博
す
る
大
陸

浪
人
中
の
民
権
派
、
㈲
南
北
拮
抗
を
策
す
る
参
謀
本
部
、
◎
革
命
軍

を
成
功
せ
し
め
て
利
権
の
獲
保
を
は
か
る
大
陸
浪
人
中
の
玄
洋
社
系

統
、
の
三
に
大
別
で
き
る
。

　
さ
て
、
辛
亥
革
命
勃
発
蔑
後
か
ら
十
月
二
十
四
日
の
閣
議
に
お
け

る
根
本
方
針
決
定
ま
で
、
若
干
の
注
§
す
べ
き
反
応
が
あ
っ
た
。
第

一
は
十
月
十
三
日
の
閣
議
で
あ
る
。
石
本
陸
相
は
、
敢
て
閣
議
を
求

め
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
陸
軍
に
お
い
て
確
定
議
と
な
っ

た
こ
と
で
も
な
い
が
と
前
お
き
し
て
、
書
面
で
①
現
状
維
持
か
、
②

い
つ
れ
か
の
地
を
占
領
す
る
か
、
を
質
し
た
。
原
は
、
桂
か
ら
万
一

の
場
合
は
大
冶
地
方
を
占
領
し
て
満
州
問
題
の
解
決
に
資
す
る
と
闘

い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
前
内
閣
当
時
決
定
講
項
の
有
無
を
聞
い
た

が
、
石
本
は
な
い
と
讐
え
た
。
（
潔
敬
日
詑
』
）

　
第
二
は
、
十
月
十
三
日
に
清
国
政
府
か
ら
、
わ
が
駐
在
武
宮
青
木

（
純
宣
）
少
将
を
通
じ
て
武
器
供
与
を
申
出
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ

る
。
伊
集
院
公
使
は
こ
の
件
を
外
相
に
電
請
し
、
青
木
は
中
国
政
府

　
　
　
　
③

に
泰
平
商
会
に
交
渉
す
る
よ
う
示
唆
し
て
援
助
を
約
し
、
そ
の
結
果

政
府
は
秘
密
裡
に
同
商
会
を
し
て
武
器
供
与
に
あ
た
ら
せ
た
。
そ
の

際
、
十
月
十
六
B
、
林
董
兼
摂
外
相
に
代
り
外
枳
に
正
武
に
就
任
し

た
内
田
康
哉
は
伊
集
院
公
使
に
政
府
側
援
助
の
重
大
な
訓
令
を
発
し

た
。
そ
れ
は
、
臼
本
政
府
が
重
大
な
危
険
を
お
か
し
て
兵
器
を
提
供

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
清
国
政
府
も
従
来
の
対
日
態
度
を
改
善
し
、

日
本
の
満
州
に
お
け
る
地
位
を
尊
重
す
る
こ
と
を
申
入
れ
、
武
器
供
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与
は
日
本
が
清
朝
政
府
に
同
情
を
よ
せ
、
そ
れ
を
事
実
に
表
彰
す
る

実
力
の
あ
る
こ
と
を
し
め
す
一
端
で
あ
る
こ
と
を
明
示
せ
よ
と
い
う

の
で
あ
る
（
『
日
本
外
交
文
書
清
嗣
事
変
』
番
号
二
〇
七
、
二
〇
九
）
。
『
原
敬
日
記
』

に
よ
る
と
、
十
月
十
九
日
に
、
陸
軍
は
対
清
国
政
府
武
器
供
与
を
希

望
、
首
・
外
相
問
で
承
認
決
定
し
た
と
い
い
、
翌
二
十
蔑
閣
議
で
決
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
十
三
日
に
二
百
七
十
万
円
に
の
ぼ
る
武
器
供
与
契
約
が
成
立
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
対
清
国
政
府
援
助
決
定
が
、
は
じ
め
首
・
外
崇
高

で
決
定
し
た
こ
と
は
、
原
敬
が
β
記
（
｝
月
十
二
鐵
）
で
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
閣
僚
は
ほ
と
ん
ど
対
清
交
渉
に
関
係
せ
ず
、
首
∵
外
楓

間
で
細
部
を
処
理
し
て
い
る
一
つ
の
例
で
あ
る
。
事
実
、
の
ち
の
訓

令
は
閣
議
決
定
と
差
が
あ
っ
た
り
、
閣
議
に
も
提
出
さ
れ
な
い
根
本

方
針
が
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
（
二
＋
日
の
閣
議
決
楚
も
、

討
議
内
容
は
い
か
に
し
て
武
器
供
与
が
外
部
に
漏
洩
せ
ぬ
か
に
あ
り
、
　
武
器

供
与
そ
れ
自
体
は
、
あ
ま
り
講
議
さ
れ
て
い
な
い
）
。

　
第
三
は
陸
軍
内
部
の
動
き
で
あ
る
。
参
謀
本
部
が
す
で
に
革
命
軍

に
武
器
を
与
え
て
い
る
模
様
で
、
首
・
陸
相
は
こ
れ
を
好
ま
な
か
っ

た
こ
と
は
原
敬
の
前
述
十
九
日
の
日
記
に
も
見
え
る
（
原
は
現
突
的
な

晃
地
か
ら
、
こ
れ
も
一
考
に
値
す
る
と
の
意
見
で
あ
る
）
と
お
り
で
あ
り
、

省
・
部
の
閥
に
政
策
の
統
一
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
凍
は
陸
軍
省
と

参
謀
本
部
の
対
立
を
説
き
、
鵜
崎
鷺
城
は
前
者
が
後
者
を
支
配
し
た

と
述
べ
て
い
る
が
、
鵜
崎
の
論
は
後
に
冤
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
妥

　
　
　
⑤

濾
し
な
い
。
陸
軍
で
は
、
　
す
で
に
は
や
く
十
月
十
四
臓
に
軍
事
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
課
長
宇
壇
一
成
）
が
「
清
国
暴
動
に
関
す
る
件
」
の
照
会
案
（
周
市
之

進
陸
軍
女
宮
よ
り
奥
参
謀
総
長
宛
）
を
起
草
し
て
い
る
。
こ
の
文
面
は
、

は
じ
め
に
暴
動
が
四
川
か
ら
武
昌
に
及
び
、
長
江
沿
岸
は
利
害
が
錯

綜
し
て
い
る
か
ら
共
同
繊
兵
が
必
要
で
あ
る
と
し
、

　
　
　
殊
に
注
意
す
べ
き
は
変
難
の
北
清
に
波
及
す
る
の
時
に
し
て
、
磁
場

　
　
合
に
裁
て
我
国
は
一
方
に
満
州
の
鉄
道
保
護
を
名
と
し
て
単
独
該
方
面

　
　
の
守
備
を
堅
実
に
し
、
他
方
に
北
清
へ
の
協
同
鵠
兵
を
為
す
の
手
段
を

　
　
採
る
の
覚
悟
も
当
然
の
こ
と
と
存
膜
。
抑
々
北
清
方
面
及
長
江
方
而
の

　
　
協
同
出
丘
ハ
に
際
し
て
は
、
爾
後
の
為
列
強
に
先
じ
白
河
隣
、
及
揚
子
江
口

　
　
に
有
利
の
根
拠
を
專
有
す
る
こ
と
必
要
1
7
幽
し
て
、
過
表
の
経
験
に
徴
す

　
　
る
に
我
国
の
斯
る
場
合
常
に
列
強
の
背
後
に
立
ち
て
機
寛
を
失
す
る
や

　
　
の
感
有
之
候
に
付
、
事
変
を
予
期
し
海
軍
力
を
主
要
地
点
に
配
置
し
、

　
　
之
を
し
て
応
急
先
づ
琳
に
当
ら
し
め
以
て
機
先
を
制
す
る
の
手
段
を
講

　
　
ず
る
之
と
必
要
と
被
諸
候
条
、
予
め
海
軍
と
の
連
繋
事
項
に
関
し
予
て

　
　
御
研
究
の
事
項
至
急
承
知
歩
度
及
照
会
候
也

　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
陸
軍
が
き
わ
め
て
積
極
的
な

意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
満
州
の

33 （33）



み
な
ら
ず
、
華
北
・
華
中
に
た
い
し
て
も
有
利
の
地
歩
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
従
来
の
追
随
外
交
を
打
破
し
よ
う
と
す

る
意
志
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
の
ち
陸
軍
で
は
寺
内
一
参
謀
本

部
－
満
鉄
総
裁
の
線
で
満
蒙
独
立
運
動
が
極
秘
裡
に
行
わ
れ
、
失
敗

に
お
わ
る
。

　
第
四
に
、
海
軍
は
斎
藤
海
桐
の
在
漢
日
川
島
司
令
蜜
に
対
す
る
訓

令
・
（
十
月
十
七
日
）
に
み
る
も
、
厳
正
中
立
の
態
度
を
も
っ
て
貫
こ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
の
ち
に
清
国
政
府
の
積
極
的

援
助
に
狂
奔
し
た
伊
集
院
公
使
も
，
こ
の
時
点
で
は
、
清
国
政
府
に

、
事
変
の
す
み
や
か
な
鎮
定
を
申
入
れ
る
べ
く
請
訓
を
発
し
て
い
た

（
十
月
十
四
日
）
。

　
な
お
、
列
強
中
、
日
本
の
態
度
を
も
っ
と
も
警
戒
し
て
い
た
の
は

ア
メ
リ
カ
で
、
十
月
十
五
日
に
駐
登
米
大
使
は
、
日
本
の
独
立
行
動

を
信
ず
る
旨
、
本
国
に
発
電
し
た
（
鹿
島
8
、
二
八
三
～
二
九
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
十
月
二
十
四
臼
の
閣
議
で
、
革
命
に

対
す
る
日
本
政
府
の
根
本
方
針
が
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
内

容
は
、
ま
ず
日
本
が
清
国
に
対
し
「
優
勢
ナ
ル
地
位
ヲ
占
メ
ソ
コ
ト

ヲ
努
メ
併
セ
テ
満
州
ノ
現
状
ヲ
永
比
迷
二
匹
愚
拙
幌
ス
ル
ノ
策
ヲ
講
ス
ヘ
キ

コ
ト
」
が
前
内
閣
の
決
定
で
あ
る
と
し
、
暗
に
そ
れ
を
継
承
す
る
こ

と
を
し
め
し
、
　
つ
ぎ
に
好
機
を
み
て
成
算
十
分
な
れ
ば
満
州
問
題

（
租
借
地
の
期
限
延
長
・
鉄
道
問
題
・
濁
本
の
地
位
向
上
な
ど
）
を
根
本
的

に
解
決
す
べ
き
を
述
べ
る
。
中
国
本
部
に
対
し
て
は
、
日
本
が
優
勢

の
地
位
を
し
め
る
気
運
が
明
瞭
と
な
り
（
居
留
民
増
加
、
貿
易
の
将
来

性
大
、
わ
が
企
業
の
増
加
）
、
中
国
政
情
不
安
定
の
さ
い
、
応
急
的
措
置

を
講
じ
う
る
の
は
地
理
的
に
も
実
力
的
に
も
日
本
の
任
務
で
あ
る
。

清
国
な
ら
び
に
列
国
に
こ
の
こ
と
を
承
認
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
満

州
に
お
い
て
は
、
列
国
と
協
調
し
、
中
国
の
感
情
を
融
和
し
て
我
に

信
頼
せ
し
め
る
と
す
る
。
妾
時
の
国
際
情
勢
を
考
え
れ
ば
、
単
な
る

作
文
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
豊
島
に
印
象
づ
け
た

「
消
極
政
策
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
実
は
好
機
を
と
ら
え
て
わ
が

勢
力
の
拡
張
を
は
か
る
と
い
う
意
図
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
革
命
勃
発
わ
ず
か
二
週
間
に
し
て
方
針
が
変
化
し

た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
こ
の
時
点
の
前
後
に
お
け
る
若
干
の
現
象
に

注
意
し
て
み
よ
う
。
犬
養
は
十
二
月
に
渡
撫
す
る
際
、
西
園
寺
の
不

干
渉
論
と
内
田
島
根
の
干
渉
論
と
の
差
異
に
驚
き
、
内
田
の
背
後
に

山
梨
が
あ
る
と
し
て
お
り
（
『
そ
の
頃
を
語
る
臨
）
、
　
こ
の
説
を
と
る
も
の

　
　
　
⑦

も
あ
る
が
、
史
料
的
に
断
定
し
が
た
い
（
後
に
若
干
の
点
に
つ
い
て
ふ

れ
る
）
。
襖
重
居
土
山
県
の
対
策
が
明
文
化
す
る
の
は
翌
年
一
月
で
、
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山
県
は
む
し
ろ
内
閣
の
対
策
の
緩
慢
を
憤
っ
て
お
り
、
国
家
財
政
を

憂
慮
す
る
井
上
馨
は
十
月
二
十
四
日
の
閣
議
決
定
後
の
二
十
九
日
に
、

原
に
面
会
を
求
め
、
武
器
供
与
を
、
日
実
を
設
け
て
延
期
す
る
こ
と

を
す
す
め
て
い
る
。
し
か
し
、
西
園
寺
や
原
が
「
ど
ち
ら
か
と
言
え

　
　
　
　
　
　
⑧

ば
共
和
欄
に
賛
成
」
と
い
う
の
も
言
い
過
ぎ
で
、
革
命
の
進
展
に
応

じ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
何
ら
か
の
利
権
を
獲
得
し
よ

う
と
焦
慮
し
た
の
が
真
相
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
策
の
不
確
定
を
来
し
た
内
外
情
勢
は
何
で
あ
っ
た

か
。
ま
ず
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
外
的
に
は
、
田
．
露
戦
勝
い
ら

い
の
列
国
の
対
日
警
戒
が
、
日
本
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
大
陸
進
出
を

許
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
内
的
に
は
財
政
難
と
経
済
の
行
詰
り
、

圏
民
生
活
の
窮
乏
と
社
会
不
安
が
、
も
は
や
積
極
的
な
帝
国
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

進
出
を
可
能
な
ら
し
め
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
考
え
ら
れ

る
の
は
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
の
性
格
で
あ
る
。
桂
・
園
提
携
の
時

代
が
決
定
的
に
解
消
す
る
の
は
、
こ
の
内
閣
成
立
前
後
で
あ
り
、
内

閣
は
政
友
会
勢
力
を
基
盤
に
、
官
僚
と
の
対
立
を
色
濃
く
晃
せ
て
い

⑯た
。
し
か
も
西
園
寺
に
は
桂
ほ
ど
の
経
論
も
な
く
、
帝
国
主
義
を
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

卜
す
る
．
露
骨
さ
も
な
か
っ
た
。
内
閣
が
政
党
政
治
へ
の
道
を
歩
め
ば

歩
む
ほ
ど
、
民
意
に
対
し
て
は
、
た
と
え
表
面
的
で
あ
れ
、
譲
歩
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
衆
は
多
年
の
帝
国
主
義
政
策
の
犠
牲
と
な

っ
て
、
極
度
の
生
活
難
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
の
政
治
に
対
す
る
関
心

も
し
だ
い
に
高
ま
っ
て
い
た
（
大
正
政
変
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
蓄
積
、
第
｛

次
下
界
大
戦
の
勃
発
を
井
上
が
「
大
正
の
天
佑
」
と
兇
た
い
き
さ
つ
を
考

え
よ
）
。
帝
国
主
義
政
策
の
行
詰
り
、
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
に
あ

っ
て
、
な
お
隣
国
の
動
乱
に
乗
じ
て
、
難
局
を
打
開
し
よ
う
と
す
る

焦
慮
、
こ
れ
ら
が
辛
亥
革
命
に
対
す
る
外
交
策
に
如
実
に
反
映
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

二

政
策
の
混
迷
（
そ
の
こ

　
一
i
十
二
月
上
旬
ま
で
i

　
十
月
二
十
四
臼
の
閣
議
決
定
は
、
内
容
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ

り
、
そ
の
う
え
政
府
の
訓
令
は
変
転
す
る
情
勢
に
適
応
せ
ず
、
一
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
ら
ず
現
地
使
臣
を
困
惑
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
政
府
が
臼
英
同
盟
に

依
拠
し
て
協
調
し
つ
つ
行
動
し
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
が
し
だ
い
に

日
本
と
疎
隔
し
て
い
た
か
ら
、
日
本
の
政
策
は
空
転
し
、
つ
い
に
国

際
的
に
孤
立
し
た
。
そ
の
時
期
が
十
二
月
上
旬
で
あ
る
の
で
、
本
章

で
は
そ
の
時
点
ま
で
を
対
象
と
し
て
述
べ
る
。
資
料
は
主
と
し
て

『
臼
本
外
交
文
書
・
清
国
事
変
』
・
暇
陸
軍
文
書
に
よ
っ
た
。
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ま
ず
現
地
の
伊
集
院
公
使
の
注
懲
す
べ
き
意
見
は
、
十
月
二
十
八

日
の
中
国
三
分
割
案
と
、
十
一
月
九
日
の
積
極
政
策
の
進
言
で
あ
る
。

公
使
は
十
飛
二
十
八
日
張
旅
団
長
の
十
二
ヵ
条
要
求
（
共
和
制
）
の
提

出
を
璽
馨
し
、
　
「
危
機
既
に
迫
り
、
大
乱
華
華
に
在
り
」
と
し
、
ω

北
京
政
府
は
中
園
全
土
を
支
配
す
る
実
力
な
し
、
働
武
愚
の
軍
政
府

の
基
礎
堅
牢
、
③
広
東
総
督
も
近
く
独
立
宣
欝
の
形
勢
に
あ
る
、
と

い
う
情
勢
判
断
を
基
礎
に
、
十
月
二
十
八
日
、
中
国
王
分
割
案
を
提

案
し
た
。
公
使
は
言
う
「
恰
も
嬬
し
此
の
形
勢
を
利
用
し
中
清
と
爾

清
に
熱
く
と
も
独
立
の
二
ヵ
国
を
起
し
、
而
し
て
北
滴
は
現
清
廷
を

以
て
之
が
統
治
を
継
続
せ
し
」
め
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
帝
国
百
年
の
長

計
で
あ
り
、
極
菓
の
平
和
を
確
立
し
、
世
界
溢
泌
に
貢
献
す
る
み
ち

で
あ
る
。
政
府
は
非
常
の
決
心
を
も
っ
て
確
乎
た
る
根
本
方
針
を
決

定
す
べ
き
で
あ
る
と
。
そ
の
後
、
十
一
月
一
再
に
嚢
抵
凱
が
起
用
さ

れ
て
情
勢
の
急
転
回
を
思
わ
せ
た
が
、
公
使
は
三
分
強
膜
に
毫
も
変

更
を
加
う
る
余
地
な
し
と
し
、
中
・
南
清
の
革
命
軍
勢
力
を
挫
折
せ

し
め
ず
、
逆
に
こ
れ
に
よ
っ
て
婁
を
牽
益
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
本
国
政
府
は
あ
く
ま
で
十
月
二
十
四
臼
の
閣
議
決

定
を
重
視
し
、
十
一
月
二
日
、
公
使
の
態
度
を
蓋
し
め
た
、
か
な
り

詰
責
的
な
訓
令
を
発
し
た
。
政
府
の
形
勢
観
望
主
義
は
な
お
続
い
た
ヵ

　
公
使
の
第
二
の
意
見
見
積
擾
政
策
の
豊
艶
は
、
十
一
月
十
九
β
に

な
さ
れ
た
。
こ
の
国
、
清
朝
は
一
週
閾
後
に
憲
法
信
条
十
九
ヵ
条
の

発
布
式
を
行
う
難
論
を
出
し
、
皇
位
撤
廃
説
、
嚢
出
挙
免
職
謙
等
が

伝
え
ら
れ
、
震
の
立
憲
慰
主
制
論
も
動
揺
し
て
お
り
、
清
国
の
運
命

も
先
が
見
え
て
い
た
。
公
使
は
、
清
朝
は
黄
河
以
北
維
持
す
ら
困
難

で
あ
り
、
親
米
派
の
二
流
の
人
材
を
集
め
た
婁
内
閣
に
、
強
力
な
時

局
解
決
を
望
み
う
べ
く
も
な
い
と
し
、
次
の
事
案
を
博
し
た
。

　
ω
三
分
一
案
（
前
掲
と
同
じ
）
…
公
使
は
こ
れ
を
も
っ
と
も
熱
望
し
た
。

　
　
の
ち
の
官
革
協
商
も
こ
の
線
で
あ
る
。
不
可
欠
条
件
は
本
国
の
済
国
政

　
　
府
に
対
す
る
武
力
援
助
で
、
そ
れ
が
望
み
え
ぬ
と
き
は
、

　
②
十
八
省
以
外
の
地
域
で
満
廷
保
持
、

　
㈹
右
不
可
能
の
と
き
、
清
朝
滅
亡
・
全
土
に
共
和
露
な
い
し
連
邦
の
実
現

　
　
す
る
場
合
を
基
礎
と
し
、
9
本
に
最
も
有
利
な
芸
態
を
誘
致
す
る
。
こ

　
　
の
場
合
、
中
央
政
府
を
樋
の
中
央
に
お
き
、
満
蒙
を
辺
境
と
感
ぜ
し
め

　
　
る
。

　
と
い
う
の
で
、
最
悪
の
場
合
、
満
蒙
に
力
を
そ
そ
ぐ
意
図
が
明
ら

か
で
あ
る
。
公
使
は
最
後
に
、
本
国
政
府
の
意
志
が
傍
観
的
態
度
の

持
続
に
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
画
策
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
強

調
し
た
。
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政
府
も
十
一
月
二
十
八
臼
、
つ
い
に
「
時
局
に
関
す
る
大
方
針
」

を
決
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
朝
独
力
を
も
っ
て
す
る
時
局
解

決
の
困
難
、
革
命
軍
の
弱
体
老
い
う
点
か
ら
み
て
、
形
勢
観
望
の
時

期
か
ら
、
関
係
列
国
調
停
の
時
期
に
達
し
た
と
し
、
ま
ず
臼
英
協
調

の
必
要
を
述
べ
る
。
つ
ぎ
に
、
清
国
今
日
の
大
聞
題
で
あ
る
霜
主
か

共
和
か
が
と
も
に
実
現
困
難
と
す
れ
ば
、
最
良
策
は
「
共
和
説
の
如

き
実
地
に
疎
き
空
論
を
放
棄
す
る
と
同
時
に
満
州
朝
廷
専
権
の
弊
を

去
り
、
大
に
漢
人
の
利
権
を
重
ん
じ
、
満
州
朝
廷
名
義
上
の
統
治
の

下
に
実
際
漢
入
に
よ
れ
る
政
治
を
行
う
の
外
な
」
し
と
い
う
妥
協
的

折
衷
策
を
立
て
、
こ
の
方
針
で
イ
ギ
リ
ス
、
つ
い
で
ア
メ
リ
カ
に
交

渉
し
た
。
当
時
中
圏
で
ぽ
清
朝
に
頬
す
る
敵
廠
心
が
旺
盛
で
、
革
命

軍
が
優
勢
で
あ
り
、
か
か
る
策
が
実
現
の
可
能
性
を
も
つ
か
が
す
で

に
疑
間
で
あ
る
う
え
、
イ
ギ
リ
ス
ま
た
表
面
は
目
本
に
対
し
て
不
即

不
離
の
立
場
を
と
り
つ
く
ろ
い
な
が
ら
、
立
憲
職
主
制
を
固
執
せ
ぬ

立
場
を
と
り
、
日
本
を
出
し
ぬ
い
て
官
革
交
渉
を
ひ
き
う
け
る
と
い

う
現
実
主
義
政
策
に
転
じ
て
い
た
か
ら
、
日
本
の
対
策
は
み
ご
と
空

転
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
、
革
命
軍
優
勢
に
刺
激
さ
れ
て
か
、
革
命
軍
支
援
の
意
見

も
現
地
使
臣
・
武
官
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
た
。
ω
は
ド
イ
ツ
の
官
軍

援
助
に
対
抗
し
、
混
乱
長
期
化
を
は
か
る
毒
西
中
佐
（
十
月
三
十
一
日
）
、

㈲
は
将
来
の
通
商
の
利
を
考
慮
し
た
奥
田
蕪
湖
領
事
（
十
一
月
十
三

日
）
、
⑧
は
商
人
に
よ
る
武
器
供
与
を
無
難
と
し
た
松
村
塚
口
総
領
事

（
十
二
月
一
日
掛
で
あ
る
。

　
　
　
寧
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
陸
軍
の
動
向
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
十
一
月
九
目
、
陸
軍
次
官
は

関
東
都
督
府
参
謀
長
に
あ
て

　
　
　
北
清
の
状
況
に
依
り
て
は
歩
兵
第
十
一
聯
隊
よ
り
一
大
隊
（
銃
七
子

　
　
千
挺
）
野
砲
一
中
隊
（
六
門
に
し
て
中
隊
段
列
を
附
す
）
を
大
速
よ
り

　
　
輸
送
せ
ら
る
る
や
も
知
れ
ず
右
内
報
す
。
本
件
は
極
秘
密
に
取
扱
は
る

　
　
る
を
要
す
。

と
電
訓
し
、
華
華
田
に
は
在
旅
順
歩
兵
隊
を
足
ど
め
し
、
陸
軍
省
か

ら
参
謀
本
部
に
一
大
隊
派
遣
案
を
照
会
、
隅
意
を
え
た
の
ち
上
奏
す

べ
く
、
文
案
玄
で
作
っ
た
。
こ
の
文
案
は
結
局
「
上
奏
差
止
め
」
と

な
っ
た
が
、
出
兵
霞
的
は
「
北
清
方
面
の
時
局
に
鑑
み
居
留
民
の
保

護
及
北
京
山
海
関
の
交
通
を
確
実
に
す
る
為
」
め
と
あ
る
（
聡
陸
軍
文

書
）
。

　
十
一
月
二
十
六
B
、
」
陸
軍
よ
り
北
京
駐
屯
軍
司
令
官
に
与
え
た
電

報
は
、
い
ち
お
う
外
交
団
の
決
議
を
重
要
視
し
、
増
加
部
隊
の
配
備
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は
伊
集
院
公
使
と
連
繋
を
緊
密
に
す
る
よ
う
指
示
し
、
無
用
の
摩
擦

を
さ
け
る
配
慮
が
み
ら
れ
る
が
、
閣
議
決
定
に
も
と
ず
く
漢
口
派
兵

に
つ
い
て
は
、
十
二
月
九
日
、
陸
相
は
参
謀
総
長
に
「
追
衛
該
派
遣

部
隊
は
外
交
の
関
係
上
実
力
に
比
し
名
を
小
に
す
る
編
制
」
を
希
望

し
た
よ
う
に
、
若
干
の
策
謀
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
あ

ら
わ
れ
た
の
は
満
蒙
で
あ
る
。

　
満
州
に
対
し
、
政
府
は
十
一
月
十
日
、
南
満
で
は
景
雲
双
方
に
援

助
せ
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
軽
愚
も
外
相
に
万
一
の
場
合
も
兵
力

の
使
用
を
極
力
避
け
る
と
連
絡
し
て
い
る
が
、
中
村
満
鉄
総
裁
は
満

鉄
付
属
地
に
革
命
党
員
（
は
じ
め
薫
国
柱
、
の
ち
藍
天
蔚
）
が
潜
伏
策

謀
す
る
の
を
助
け
た
。
そ
の
背
後
に
は
寺
内
朝
鮮
．
総
督
や
大
島
関
棄

都
督
、
右
翼
の
平
山
周
や
岩
田
愛
之
助
も
関
係
し
て
い
た
模
様
で
あ

る
。
落
合
奉
天
総
領
事
は
し
ば
し
ば
本
国
に
抗
議
を
請
訓
し
、
つ
い

に
首
相
の
中
村
総
裁
戒
告
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
策
謀
は
や
ま
ず
、

十
一
月
二
十
八
潤
、
落
合
は
王
国
柱
利
用
は
時
機
お
く
れ
で
あ
る
こ

と
、
政
府
の
方
針
は
徹
底
消
極
か
地
歩
を
進
む
る
に
あ
る
か
を
明
示

す
る
こ
と
を
講
委
し
た
。
こ
の
動
き
は
参
謀
本
部
－
川
島
浪
速
の
満

蒙
独
立
運
動
（
栗
原
論
文
参
照
、
外
務
省
の
反
対
で
中
止
）
と
合
せ
考
え

る
と
、
　
一
は
革
軍
、
他
は
宮
軍
援
助
で
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
満
蒙
に
事
を
起
し
て
漁
夫
の
利
を
得
ん
と
す
る
も
の

で
、
当
時
の
海
軍
陸
従
論
の
始
頭
、
政
府
の
行
財
政
整
理
と
陸
軍
宿

願
の
二
師
団
増
設
見
送
り
に
対
し
、
陸
軍
が
発
言
権
を
得
る
た
め
の

策
謀
と
解
せ
ら
れ
る
。
山
県
－
桂
一
寺
内
の
連
繋
（
後
述
）
の
一
端

と
も
見
ら
れ
よ
う
。

　
陸
軍
の
大
御
所
山
県
を
頂
点
と
す
る
桂
・
寺
内
の
動
き
の
一
端
は

、
『
山
県
文
書
』
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
山
県
は
益

田
孝
の
十
月
二
十
七
日
付
書
翰
で
、
天
津
電
報
を
伝
え
ら
れ
、
　
「
格

別
之
儀
」
は
な
い
が
、
　
「
揚
子
江
之
沿
岸
革
命
党
之
手
二
墜
ち
候
ハ

．
・
弥
油
友
敷
大
事
」
で
あ
る
と
の
益
田
の
考
を
承
知
し
た
。
つ
い
で

十
一
月
十
三
臼
頃
盛
宣
懐
が
解
任
さ
れ
、
正
金
銀
行
支
店
に
入
り
、

天
津
か
ら
上
海
に
着
い
た
こ
と
、
魚
津
凱
が
兵
権
を
握
る
こ
と
間
違

な
く
、
西
安
は
革
命
党
に
占
領
さ
れ
、
広
東
は
人
民
団
体
が
自
衛
の

た
め
繊
兵
・
嵐
資
に
応
ぜ
ず
と
決
議
し
た
こ
と
、
の
報
を
え
た
。

　
杉
山
茂
丸
は
例
の
ご
と
く
暗
躍
を
続
け
て
い
た
。
中
国
派
遣
員
の

報
告
を
内
田
良
平
よ
り
提
出
さ
せ
た
杉
山
は
、
こ
れ
を
明
石
元
二
郎

少
将
に
托
し
、
明
石
が
帰
鮮
の
た
め
山
県
に
挨
拶
に
行
く
さ
い
山
県

に
提
供
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
杉
山
は
褒
世
蹴
が
退
い
て
か
ら
中
国

は
無
政
府
・
無
天
子
の
状
態
で
、
　
門
独
米
の
常
客
顕
然
尖
晒
致
し
来
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り
、
帝
国
の
立
場
尚
ほ
暖
昧
混
沌
致
居
候
事
痛
心
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
（
十
一
月
二
十
六
日
付
）
。

　
桂
の
十
二
月
一
日
付
山
県
宛
書
翰
は
璽
要
で
あ
る
（
山
野
文
書
〉
。
桂

は
小
村
危
篶
で
葉
山
に
来
て
い
た
際
内
田
外
相
に
会
い
、
政
府
の
対

清
態
度
の
決
定
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
意
見
交
換
の
必
要
性
と
を
説
き
、

内
田
は
こ
れ
を
諒
承
、
帰
京
し
て
西
園
寺
と
相
談
の
う
え
十
一
月
二

十
八
日
再
び
桂
を
訪
い
、
閣
議
に
嵐
し
た
外
相
意
見
書
を
見
せ
た
。

挫
は
そ
の
内
容
が
自
説
を
全
部
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
満
足
、
そ
の

な
か
に
は
す
で
に
山
県
か
ら
聞
い
た
意
見
も
含
ま
せ
て
あ
る
こ
と
、

寺
内
も
過
日
首
相
に
意
見
を
述
べ
た
こ
と
、
時
期
を
失
せ
ぬ
た
め
山

県
に
は
事
後
承
諾
を
う
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
内
政
に
つ
い
て
は
桂
・
杉
山
や
大
浦
の
書
翰
は
、
す
べ
て
内
閣

の
非
を
鳴
ら
す
に
急
で
あ
り
、
官
僚
系
と
内
閣
の
対
立
を
露
塵
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
内
田
が
山
県
系
に
動
か
さ
れ
た
と

見
る
の
も
早
計
で
あ
ろ
う
。

三
　
与
論
・
大
陸
浪
人

　
辛
亥
革
命
勃
発
以
後
、
外
交
に
か
ん
す
る
与
論
は
曾
村
の
い
う
ご

と
く
、
異
常
な
も
り
あ
が
り
を
み
せ
た
（
曾
日
村
B
、
　
一
一
二
五
ペ
ー
ジ
）
。
野

沢
論
文
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
し
め
し
て
い
る
。
こ
れ
は
な
が
い
藩

閥
官
僚
の
支
配
下
に
繕
勃
と
し
て
い
た
与
論
が
、
隣
国
の
革
命
に
触

発
さ
れ
て
堰
を
切
っ
て
奔
流
し
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

ド
イ
ツ
で
は
、
礒
本
は
中
国
革
命
党
の
育
て
の
親
で
あ
り
、
革
命
は

B
本
の
製
革
に
出
る
も
の
で
あ
る
と
の
与
論
が
強
か
っ
た
が
、
日
本

に
亡
命
し
た
中
国
革
命
党
人
と
日
本
人
と
の
交
渉
を
み
れ
ば
、
一
半

　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
真
理
は
存
在
す
る
。

　
野
沢
論
文
に
よ
れ
ば
、
新
聞
論
説
で
も
っ
と
も
早
く
革
命
を
と
り

あ
げ
た
，
『
大
阪
朝
霧
新
聞
』
は
、
革
命
に
同
情
す
る
の
は
新
付
の
鮮

民
の
動
揺
を
促
し
、
国
内
で
危
険
思
想
を
厳
禁
す
る
方
針
に
矛
盾
す

る
と
い
い
（
1
0
月
2
7
環
）
、
　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
不
干
渉
論
を
唱
え

た
（
1
1
月
6
臼
）
。
群
僚
系
の
機
関
紙
『
国
民
新
聞
』
は
徳
富
蝉
騒
が

革
命
の
原
因
で
あ
る
清
朝
の
国
家
体
制
を
も
っ
て
わ
が
霞
戒
と
せ
よ

と
論
じ
て
い
ら
い
（
1
1
月
5
日
）
、
と
き
に
は
革
命
を
ペ
ス
ト
に
た
と

え
る
な
ど
、
一
貫
し
て
革
命
を
嫌
悪
し
、
　
『
報
知
新
聞
』
も
干
渉
論

を
と
な
え
た
。
し
か
し
、
蘇
…
峯
へ
の
反
論
も
活
発
に
行
わ
れ
、
他
国

に
は
そ
の
国
独
自
の
事
情
が
あ
り
、
圧
政
か
ら
革
命
に
転
じ
、
進
ん

だ
国
家
体
糊
が
隣
国
に
成
立
す
れ
ば
臼
本
人
も
覚
醒
し
、
官
僚
独
裁

の
わ
が
国
の
国
民
を
覚
醒
せ
し
め
、
藩
閥
打
破
か
腐
敗
政
党
改
造
の
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資
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
湘
田
三
郎
・
中
野
正
翻
ら
）
と
い
う
わ
が
支
配

体
制
え
の
批
判
や
、
干
渉
論
は
軍
拡
の
口
実
で
あ
る
と
か
、
藩
閥
は

「
黛
本
の
満
廷
」
と
き
め
つ
け
る
も
の
ま
で
あ
ら
わ
れ
た
。
要
す
る

に
、
露
骨
な
侵
略
意
図
（
早
川
鉄
二
ら
）
か
ら
革
命
讃
美
に
い
た
る
ま

で
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
の
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
革
命
派
へ
の
同
情

論
が
つ
よ
い
。

　
学
者
で
は
白
鳥
庫
吉
と
内
藤
湖
南
の
意
見
を
あ
げ
よ
う
。
白
鳥
は

官
・
革
と
も
に
民
心
を
得
ず
、
中
間
勢
力
、
す
な
わ
ち
資
政
院
・
嚢

世
凱
な
い
し
改
革
党
の
拾
頭
す
べ
き
を
論
じ
、
わ
が
政
策
の
重
点
も

こ
れ
に
お
く
べ
し
と
説
い
た
（
『
東
洋
経
済
新
報
臨
1
1
月
2
5
繍
号
、
曾
村
B
に
よ

る
）
。
内
藤
は
満
州
朝
廷
の
運
命
の
到
着
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
革
命
の
結
末
は
急
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
革
命
主
義
・

革
命
思
想
の
成
功
は
疑
い
な
い
。
中
国
は
大
勢
の
推
移
す
る
と
こ
ろ
、

人
力
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
国
で
あ
る
。
現
在
仲
裁
講
和
論
が
あ

る
が
意
味
を
な
さ
ず
、
大
国
が
か
か
る
こ
と
を
す
る
は
ず
が
な
い
。

南
北
分
立
論
も
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
南
方
が
経
済
的
に
圧
倒
的
に

優
勢
で
あ
る
か
ら
、
北
方
を
日
本
に
く
れ
る
と
言
っ
て
も
御
免
を
蒙

っ
た
方
が
よ
い
。
共
和
思
想
の
臼
本
へ
の
影
響
は
、
国
柄
が
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
ら
杞
憂
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
。
将
来
を
洞
察
し
た
論
で
あ
り
、
日
本

の
焦
慮
を
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
右
翼
や
大
陸
浪
入
の
行
動
は
“
秘
史
”
に
属
し
て
と
ら
え
に
く
い
。

中
国
に
争
乱
の
あ
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
β
本
人
が
活
躍
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
と
は
、
他
国
に
み
ら
れ
な
い
特
殊
現
象
で
あ
り
、
野
村
浩
一
、
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
は
臼
本
で
挫
折
し
た
民
権
運
動
を

中
国
で
実
現
さ
せ
、
疲
弊
し
た
中
国
を
民
族
国
家
、
わ
が
盟
邦
と
し

て
再
建
自
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
的
な
「
民
権
派
」
一
宮
崎
活

劇
一
派
、
他
は
日
本
が
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
な
り
、
中
国
の
改
革
を
指

導
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
満
蒙
に
田
本
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
「
国
権
派
」
1
1
玄
洋
社
一
派
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
利
権
漁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

り
の
不
純
分
子
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
際
活
動

は
、
孫
文
援
助
の
点
で
一
致
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
曾
村
は
当
時
の
革
命
派
援
助
四
グ
ル
ー
プ
、
0
ゆ
有
隣
会
、
②
支
那

闇
題
同
志
会
、
③
善
隣
同
志
会
、
㈲
太
平
洋
会
を
あ
げ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
一
水
会
か
ら
満
会
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
民
間
団
体
を
生
ん

だ
こ
と
は
、
中
国
問
題
へ
の
関
心
が
、
い
か
に
高
揚
し
た
か
を
し
め

す
も
の
で
あ
る
。

　
ω
有
隣
会
…
十
一
月
上
旬
結
成
、
小
川
平
吉
、
内
田
良
平
の
発
議
。
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玄
洋
社
系
の
鶴
体
で
、
資
金
は
福
岡
の
在
郷
同
志
と
炭
鉱
界
の
成
金

長
者
か
ら
出
て
お
り
、
主
要
メ
ン
バ
ー
に
宮
崎
曇
天
の
ほ
か
、
福
田

和
五
郎
・
古
島
一
雄
ら
の
記
者
が
あ
る
。
活
動
は
実
際
的
で
、
十
一
，
一

月
に
渡
清
団
を
派
遣
し
て
革
命
軍
を
援
助
し
た
。
こ
の
渡
清
団
は
有

隣
会
と
三
浦
榎
楼
ら
の
考
え
が
一
致
し
、
犬
養
毅
・
頭
山
千
を
起
た

せ
た
ら
し
く
、
い
わ
ば
臼
ホ
右
翼
関
係
者
総
動
員
の
観
が
あ
る
（
『
犬

養
木
堂
伝
』
中
巻
参
照
）
。
先
発
の
寺
尾
亨
（
太
平
洋
会
の
派
遺
）
・
副
島
義

一
は
法
律
顧
問
で
、
副
島
は
齎
主
主
義
憲
法
を
作
る
の
が
同
的
で
あ

り
、
菓
洋
曽
和
の
大
本
た
る
中
国
の
平
和
は
東
洋
の
主
人
公
日
本
の

努
力
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
（
野
沢
～
八
～
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
⑲

第
二
陣
犬
養
、
第
三
陣
頭
山
・
古
島
ら
は
革
命
党
の
指
導
と
大
陸
浪

人
の
統
一
に
あ
わ
せ
、
三
井
の
借
款
に
も
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
、

革
命
成
功
の
暁
に
は
満
州
を
租
借
す
る
と
い
う
、
孫
文
と
の
密
約
が

あ
っ
た
。

　
働
支
那
闇
悶
懸
船
同
士
心
ム
萬
：
・
十
二
月
二
十
山
ハ
臼
、
黒
潮
菰
胴
界
　
（
斯
波
』
貝
士
口
・

浅
田
紅
村
・
工
藤
日
東
・
鵜
綺
鷺
城
・
上
島
長
久
・
古
島
一
雄
・
福
田
和
五

郎
ら
の
記
者
）
と
法
曹
界
と
に
よ
り
結
成
。
発
起
人
は
浮
田
和
民
・

松
山
忠
次
郎
ら
、
二
大
方
針
は
清
国
の
領
土
保
全
・
民
意
を
尊
重
し

政
体
話
題
に
不
干
渉
で
、
活
動
は
閣
僚
を
歴
訪
し
て
、
’
政
府
の
干
渉

方
針
を
排
撃
し
、
革
命
軍
へ
の
同
情
を
し
め
す
こ
と
を
要
求
し
た
こ

と
で
あ
る
。
当
時
の
言
論
機
関
の
革
命
軍
へ
の
同
情
が
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

　
③
善
隣
同
志
会
…
十
二
月
二
十
七
日
結
成
。
東
亜
同
文
会
の
有
志

が
小
川
平
吉
・
白
岩
滝
平
ら
と
提
携
し
、
根
津
一
・
河
野
広
中
・
杉
田

定
一
・
頭
山
満
ら
が
黒
糖
者
と
な
る
。
性
格
は
「
純
然
た
る
革
命
軍

応
援
団
」
。
宣
言
は
天
意
が
革
命
軍
に
応
じ
た
と
し
、
革
命
軍
の
目
的

達
成
・
薪
立
国
興
隆
の
偉
業
の
達
成
に
満
腔
の
同
情
を
は
ら
い
、
梢

提
携
し
て
東
亜
の
平
和
を
保
つ
と
あ
り
、
決
議
も
革
命
軍
の
国
的
達

成
、
列
国
の
革
命
干
渉
反
対
を
か
か
げ
て
い
る
。
活
動
は
中
国
要
地

に
特
派
員
の
派
遣
、
東
京
・
大
阪
で
の
大
演
説
会
の
開
催
で
あ
る
。

根
津
は
東
亜
同
文
書
院
院
長
。
故
人
荒
尾
精
と
提
携
い
ら
い
、
日
中

親
善
活
動
を
続
け
て
い
た
。
両
人
は
陸
大
出
身
の
俊
秀
、
中
国
問
題

に
挺
身
す
る
た
め
軍
職
を
退
い
た
が
、
陸
軍
の
別
働
隊
で
は
な
い
。

　
㈲
太
平
洋
会
…
従
来
か
ら
存
在
し
た
一
種
の
大
陸
政
策
推
進
団
体
、

中
心
人
物
は
大
竹
貫
一
・
五
百
木
良
三
ら
。
決
議
は
シ
ナ
保
全
と
革

命
軍
援
助
。
軍
・
官
僚
ら
と
頻
繁
に
往
来
し
た
。

　
右
の
ほ
か
、
犬
養
が
帰
朝
後
、
支
那
問
題
同
志
会
の
メ
ン
バ
ー
を

中
心
に
「
共
和
新
政
府
承
認
同
志
会
」
を
組
織
し
た
（
野
沢
、
一
七
九
ぺ
i
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ジ
）
。
榛
原
茂
樹
（
同
文
書
院
生
徒
）
も
正
課
を
そ
こ
の
け
に
し
て
「
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
」
と
い
う
中
国
研
究
会
を
作
っ
た
と
い
う
し
、
善
隣
書
院
長
宮
嶋

大
八
や
上
泉
中
将
ら
の
コ
水
会
」
で
も
、
中
国
問
題
が
中
心
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
、
共
和
か
復
辟
か
が
論
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
陸
軍
の
青
年
将
校
の

一
部
に
も
、
根
津
・
荒
尾
の
影
響
も
手
伝
っ
て
、
そ
の
あ
と
を
追
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
が
多
く
、
革
命
党
へ
の
同
情
も
か
な
り
強
か
っ
た
。

　
以
上
を
み
て
も
、
辛
亥
革
命
の
臼
本
に
与
え
た
最
早
が
、
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

広
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
理
由
に
は
差
が

あ
る
が
、
革
命
軍
に
声
援
を
与
え
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
い
わ

ば
臼
本
の
社
会
閉
塞
の
時
代
に
、
新
天
地
に
活
動
の
場
を
求
め
よ
う

と
し
た
人
々
で
あ
り
、
革
命
干
渉
反
対
に
大
正
政
変
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
を
見
う
る
の
で
あ
る
。

四

政
策
の
混
迷
（
そ
の
二
）

　
－
三
朝
滅
亡
（
二
月
十
二
日
）

ま
で
一

　
第
二
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
転
換
に
よ
っ
て
、
伊
集
院
公
使
の

政
策
が
空
転
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
公
使
は
静

観
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
て
も
、
な
お
、
嚢
を
薄
気
味
悪
く
感
ぜ
し

め
る
た
め
と
し
た
．
（
1
2
月
1
1
日
電
）
。
十
二
月
十
五
貝
、
本
国
政
府
は
公

使
を
し
て
、
臼
本
は
立
憲
君
主
制
の
実
現
に
援
助
を
惜
し
ま
ず
、
界

面
協
調
に
は
臼
英
に
内
議
せ
よ
と
褒
に
申
入
れ
さ
せ
た
。
二
十
二
臼
、

嚢
が
共
和
制
以
外
に
畳
叩
－
妥
協
は
困
難
で
あ
る
と
訴
え
た
に
か
か
わ

ら
ず
、
公
使
は
忠
実
に
本
国
の
訓
令
を
伝
え
た
。
本
国
の
訓
令
は
武

力
援
助
の
後
楯
が
な
い
か
ぎ
り
実
現
困
難
で
あ
り
、
国
際
関
係
か
ら

み
て
、
武
力
援
助
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
見
え
す
い
て
い
た
。
現

に
十
二
月
二
十
二
鼠
の
閣
議
で
も
原
の
立
憲
君
主
制
放
棄
論
に
閣
僚

も
賛
岡
、
一
．
一
十
四
日
の
元
老
会
議
も
陳
腐
な
日
英
協
力
を
強
調
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
に
、
内
田
外
相
は
二
十
五
日
、
革
命
軍
に
立
憲
君
主

糊
を
吹
込
む
褻
面
工
作
を
行
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
協
岡
歩
調
を
求

め
る
と
い
う
狂
態
を
あ
え
て
し
、
山
座
駐
英
代
理
大
使
を
し
て
♂
笑

に
附
せ
し
め
た
。

　
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
は
じ
ま
っ
た
官
革
講
和
会
議
に
伊
集
院
公

使
は
圧
力
を
か
け
、
会
議
を
遅
延
せ
し
め
、
三
園
政
府
の
訓
令
を
ま

っ
た
が
、
公
使
の
期
待
し
た
日
に
訓
令
は
と
ど
か
ず
、
二
十
七
日
、

意
外
に
も
静
観
の
態
度
を
と
る
べ
き
訓
令
に
接
し
、
公
使
の
意
図
は

失
敗
、
β
本
は
列
国
の
疑
惑
を
ヶ
け
る
破
国
と
な
っ
た
。
清
朝
ま
た

ニ
ナ
九
日
に
全
国
代
表
者
を
召
集
し
て
政
体
を
決
定
す
る
要
論
を
発

す
る
に
お
よ
び
、
嚢
の
策
謀
の
成
功
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
九
’
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辛亥革命と臼本の動向（霞本）

二
（
明
治
四
十
五
）
年
一
月
一
日
、
孫
文
は
臨
時
大
総
統
に
就
任
、
公

使
も
一
月
十
二
臼
、
清
帝
の
退
位
は
時
運
の
筆
工
で
あ
る
と
結
論
し
、

政
府
も
ま
た
閣
議
で
、
革
命
軍
に
い
ま
す
こ
し
援
助
し
、
東
三
省
に

手
を
打
つ
べ
し
と
す
る
原
の
主
張
に
賛
成
し
た
。
二
月
十
二
日
、
清

朝
は
つ
い
に
滅
亡
し
た
。

　
　
　
寧
　
　
　
　
　
　
　
　
寧
　
　
　
　
　
　
　
　
零

　
右
の
問
、
山
県
を
頂
点
と
す
る
軍
部
・
官
僚
系
の
動
き
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
。
従
来
不
明
に
さ
れ
て
い
た
点
を
山
県
・
桂
文
書
を
中
心

に
検
討
し
よ
う
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
内
閣
ば
軍
部

官
僚
と
対
立
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
か
ら
、
軍
部
・
官
僚
系
の
意
見

が
直
接
内
閣
の
政
策
を
動
か
す
こ
と
は
す
く
な
く
、
陸
相
・
外
相
を

通
じ
、
あ
る
い
は
軍
令
系
統
を
通
ず
る
な
ど
、
わ
き
道
か
ら
そ
の
意

図
の
実
現
を
は
か
る
か
、
た
が
い
に
内
閣
の
無
策
を
誹
併
し
て
倒
閣

を
策
す
る
か
と
い
う
、
隠
微
の
問
の
策
謀
の
傾
向
が
つ
よ
い
。

　
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
一
月
七
臼
、
寺
内
は
桂
宛
書
翰
で
い

う
（
桂
文
書
）
。
対
清
政
策
は
英
国
の
腰
折
で
頓
挫
し
遺
憾
干
肉
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
は
公
使
外
に
共
和
政
体
論
者
モ
リ
ソ
ン
の
意
見
を
重

ん
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
し
、

　
　
　
兎
漏
斗
今
後
如
何
二
我
政
府
ハ
歩
ヲ
運
脚
レ
候
や
、
此
先
ハ
充
分
ノ

　
　
御
考
慮
ヲ
希
斜
度
罷
申
候
。
即
今
日
之
雲
行
ニ
チ
ハ
到
底
単
純
二
共
和

　
　
ニ
テ
結
局
ヲ
付
候
ト
モ
不
思
考
、
然
う
バ
長
ク
列
強
中
傍
観
セ
ハ
勢
観

　
　
ス
ル
間
組
治
平
ハ
難
望
事
カ
ト
存
申
候
。
而
シ
テ
南
清
ハ
豪
分
自
然
二

　
　
任
ス
ト
モ
満
洲
ハ
如
何
御
処
分
相
成
臨
御
意
見
二
御
座
候
也
。
露
国
ハ

　
　
内
外
蒙
古
之
独
立
ヲ
陰
『
溺
動
シ
テ
ハ
不
届
候
や
。
若
シ
万
…
彼
ノ
術

　
　
中
二
陥
候
時
ハ
南
満
ハ
如
何
二
可
絹
成
候
や
。
仮
令
即
今
格
段
ノ
処
醗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
不
出
来
躾
ト
モ
今
後
ノ
処
分
二
益
ス
ル
カ
為
メ
桐
等
ノ
捨
石
ハ
下
シ
農

　
　
ク
方
不
可
然
候
や
。
此
辺
三
二
閣
下
ノ
高
慮
ヲ
三
度
懇
望
之
至
鼻
不
堪

　
　
候

　
　
　
清
悶
共
和
論
ノ
我
人
心
二
影
響
ス
ル
所
思
ナ
ル
、
実
二
山
下
モ
ノ
タ

　
　
ル
纂
ハ
A
コ
R
H
我
新
…
國
騨
夘
／
窺
臼
年
輩
ノ
戸
山
醐
ユ
轍
㎜
・
ミ
可
加
州
次
第
二
御
座

　
　
候
、
当
局
宜
ク
此
辺
ノ
趨
勢
二
対
シ
相
当
覚
悟
ア
ジ
テ
翼
然
…
乎
ト
存
申

　
　
僕
。
是
亦
御
高
慮
ヲ
仰
言
奉
存
嬢
（
下
略
）

と
、
政
府
の
対
策
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
ロ
シ
ア
の
策
謀
で
満
州

の
形
勢
が
予
断
を
許
さ
ぬ
こ
と
、
共
和
思
想
の
悪
影
響
な
ど
を
述
べ

て
い
る
。

　
山
県
も
ま
た
一
月
十
四
臼
「
溝
国
ノ
形
勢
二
付
外
務
其
他
ノ
諸
情

報
ヲ
一
閲
ス
ル
ニ
収
拾
ス
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
情
勢
二
推
移
」
す
る
よ
う
で

あ
る
と
し
、
　
「
帝
国
政
府
ズ
将
来
弓
取
政
略
概
要
ヲ
勿
々
二
心
メ
」

陸
穏
に
与
え
て
外
相
と
協
議
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
そ
の
内
容
は
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一
、
今
旦
［
清
国
ノ
情
勢
ヲ
瀬
…
観
ス
ル
ニ
満
漢
協
…
商
ハ
破
裂
ノ
外
他
門
救
済

　
　
ラ
舷
魁
ナ
キ
窮
勢
二
陥
…
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
込
欄
断
ス
ル
モ
大
差
ナ
カ
ル
ベ
ッ
隅
栄

　
　
シ
テ
然
う
バ
之
一
一
処
ス
ル
ニ
我
政
府
ハ
満
洲
租
借
地
及
ヒ
鉄
道
保
護
ノ

　
　
関
係
上
一
般
秩
序
ノ
繁
乱
ヲ
予
防
シ
舛
二
人
民
ノ
生
命
財
産
ノ
予
防
ヲ

　
　
安
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
満
洲
二
出
兵
ヲ
要
ス
ル
適
当
ノ
時
機
ト
判
断
セ

　
　
サ
ル
ヘ
カ
ラ
五
講
又

　
　
、
出
丘
ハ
ノ
議
一
決
シ
タ
ル
上
ハ
福
藤
醸
ト
協
商
ノ
士
轟
熟
一
二
基
キ
［
日
下
ノ
状

　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
卿
、

　
　
　
　
　
　
マ

　
　
態
ヲ
明
断
二
商
会
シ
南
北
満
洲
二
於
テ
共
働
一
致
之
政
策
ヲ
採
り
彼
ヲ

　
　
シ
テ
寸
毫
モ
疑
惑
ヲ
抱
カ
シ
メ
サ
ル
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
尤
緊
要
ト

　
　
ス
・
露
玉
大
体
二
時
テ
既
高
意
シ
ア
レ
ハ
讐
難
懇
野
郎
ハ
磁

　
　
m
別
段
異
議
ナ
カ
ル
ヘ
シ

　
一
、
溝
一
朝
出
隅
塵
ノ
時
期
モ
亦
切
迫
シ
ア
ル
モ
ノ
・
如
シ
。
之
ヲ
救
済
ス
ル

　
　
政
策
モ
予
メ
講
究
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
南
満
洲
門
前
圏
政

　
　
府
ノ
威
既
力
二
依
リ
内
外
人
ヲ
安
堵
セ
シ
ム
ル
ユ
ア
ル
葡
已

　
一
、
撮
兵
後
ノ
外
交
政
策
及
ヒ
行
政
上
二
関
シ
テ
ハ
多
大
ノ
注
意
ヲ
要
シ

　
　
指
掘
悼
ノ
一
禾
統
ム
即
A
刷
ノ
神
速
等
馬
柵
政
策
ハ
総
門
一
途
二
…
韻
サ
ル
可
．
ラ
ス
。

　
　
清
甜
覇
両
党
政
権
之
争
｛
響
時
々
細
戸
々
変
転
磁
酬
極
ノ
懐
…
勢
・
・
一
由
沁
シ
轍
樺
興
二
臨

　
　
機
応
変
之
政
策
ヲ
採
コ
ト
ニ
努
メ
サ
ル
可
ラ
ス

　
こ
こ
で
山
県
は
中
国
情
勢
の
如
何
と
も
な
し
が
た
い
の
を
認
め
、

満
州
確
保
の
た
め
の
出
丘
ハ
を
提
議
し
て
い
る
。
こ
れ
を
認
め
た
ψ
県

は
翌
十
五
日
桂
に
左
の
前
書
き
を
付
し
て
（
浄
書
さ
れ
て
お
り
、
山
禦
の

筆
蹟
で
は
な
い
。
字
句
に
稽
異
圃
が
あ
る
が
、
薦
の
割
雛
の
繊
兵
兵
力
「
一
師

団
又
ハ
ニ
、
師
」
と
あ
る
の
が
「
侭
シ
ニ
臨
瀾
」
と
な
っ
て
い
の
が
大
き
い
Y
石

意
見
書
を
送
付
し
た
。

　
　
　
爾
来
御
清
壮
之
御
近
状
昨
夜
益
田
孝
よ
り
拝
承
欣
然
之
至
二
候
、
撫

　
　
清
岡
之
情
報
は
簸
々
之
報
道
二
て
既
二
御
熟
知
相
弾
丸
様
不
堪
痛
憤
、

　
　
所
謂
乱
而
注
脚
不
可
為
飛
雪
之
情
態
二
十
リ
他
㎜
…
救
済
之
策
案
も
無
点

　
　
玄
と
て
回
錐
打
捨
鷺
候
て
は
遂
二
満
洲
工
波
及
シ
我
勢
力
範
翻
ヲ
騒
購

　
　
ス
ル
ニ
立
到
ル
田
ナ
ラ
ス
、
列
強
よ
り
綴
兵
之
虞
も
有
之
候
二
付
、
励

　
　
紙
御
胃
一
覧
今
ん
上
御
同
威
心
二
倣
賦
ヘ
ハ
外
㎞
紺
欄
江
御
W
伺
勧
出
隣
邸
鯛
成
度
候
。
為
甘
バ
巾

　
　
陳
試
候
、
余
嚇
期
拝
曙
可
申
上
候

　
　
　
猶
孫
逸
仙
等
よ
り
之
陳
情
工
付
与
ハ
益
田
ら
関
係
致
候
爵
併
シ
弩
弓

　
　
　
按
ニ
ハ
何
等
関
係
を
藩
候
審
無
之
、
是
位
之
乗
出
今
日
断
行
不
慮
而

　
　
　
ハ
将
来
如
何
共
難
致
、
纒
綿
之
慕
情
列
強
よ
り
惹
起
可
致
敷
一
…
察
候
、

　
　
　
御
考
慮
願
度
候

と
あ
っ
て
、
　
「
是
位
の
事
」
は
今
日
断
行
し
た
い
と
の
焦
慮
と
、
桂

一
内
田
、
陸
網
－
内
田
（
既
述
）
の
線
で
政
府
を
動
か
そ
う
と
し
て
い
・

る
こ
と
が
わ
か
る
。
益
照
と
孫
文
と
の
関
係
は
後
に
見
る
よ
う
に
、

臼
本
に
満
州
の
租
借
権
譲
渡
と
ひ
き
か
え
に
暴
動
百
万
の
借
款
を
え

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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辛亥箪命と田本の鋤向（出本）

　
『
原
敬
日
記
』
で
は
、
一
月
九
日
に
黄
興
が
井
上
繋
に
革
命
党
援

助
を
依
頼
し
、
益
田
も
山
県
と
談
合
の
う
え
で
井
上
に
革
命
党
援
助
、

東
三
雀
獲
得
の
提
議
を
行
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
原
が
、
そ
れ
に

は
内
閣
の
同
意
を
要
す
る
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
に
値
す
る
。

内
閣
は
す
で
に
元
老
の
噸
使
に
甘
ん
じ
て
い
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
既
述
の
と
お
り
、
原
も
し
だ
い
に
山
県
構
想
に
近
似
（
満
州

処
理
は
若
干
異
な
る
）
し
た
考
え
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
一
月
十
五
日
、
井
上
馨
は
桂
を
訪
問
し
て
長
談
、
益
田
に

三
三
上
京
の
機
を
尋
ね
た
（
益
照
の
出
県
宛
君
翰
、
山
県
文
書
）
。
一
月
十
七

日
に
は
田
中
義
一
が
十
六
口
の
閣
議
の
模
様
を
伝
え
た
（
山
県
文
書
、

照
中
は
す
で
に
渡
辺
少
佐
を
山
県
の
許
に
派
遣
し
て
報
告
さ
せ
て
い
る
）
。

い
わ
く
、
閣
議
で
は
満
蒙
問
題
を
露
国
と
協
商
す
る
こ
と
は
実
行
す

る
に
き
ま
っ
た
が
、
其
他
は
有
耶
無
耶
で
要
領
を
え
な
い
の
は
遺
憾

千
万
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
臣
が
蒙
古
関
係
が
面
倒
な
た
め
明
確
に
主

張
し
な
か
っ
た
と
も
聞
及
ん
だ
。
そ
こ
で
自
分
は
外
務
省
と
協
議
、

革
命
軍
が
北
伐
軍
を
満
州
に
派
遣
す
れ
ば
満
州
の
秩
序
紛
乱
を
招
く

懸
念
も
あ
り
、
関
外
鉄
道
占
有
を
必
要
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
　
「
本

潟
ハ
秩
序
維
肺
狩
ノ
魔
蝋
任
上
一
時
満
州
二
増
分
ハ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヤ
モ
難
理

計
」
、
ロ
シ
ア
に
予
止
口
の
電
報
を
送
る
こ
と
と
し
、
外
務
省
は
陸
椙
に

異
存
な
き
を
確
か
め
、
こ
の
処
置
を
と
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
好
都
合

に
進
捗
、
他
の
閣
僚
へ
は
事
後
承
諾
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
丘
ハ
カ
に

つ
い
て
は
、

　
　
　
増
派
兵
力
ハ
第
十
二
師
団
即
チ
満
洲
ユ
現
在
ス
ル
第
五
師
団
ト
同
様

　
　
ノ
体
執
刀
ト
シ
テ
一
個
［
師
麟
ノ
籍
嵐
リ
ニ
御
座
候
。
参
謀
塞
部
ハ
一
旅
団
ト

　
　
申
シ
候
へ
共
之
レ
ニ
ハ
決
シ
テ
岡
意
セ
サ
ル
覚
悟
ニ
テ
直
チ
ニ
該
師
団

　
　
参
謀
ヲ
呼
ビ
出
シ
準
備
ヲ
命
ズ
ル
手
筈
ヲ
致
シ
置
旧
（
下
略
）

　
田
中
は
強
行
手
段
で
山
県
の
意
図
の
実
現
を
は
か
っ
た
。
そ
の
結

果
は
ど
う
か
。
二
月
八
臓
、
桂
は
山
県
に
次
の
ご
と
く
伝
え
た
（
山

県
文
書
）
。
満
州
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
三
兵
は
陸
軍
省
・
外
務
省
と

首
相
の
聞
に
意
見
不
一
致
の
点
が
あ
っ
て
進
行
困
難
の
摸
様
に
付
、

田
中
少
将
を
呼
寄
せ
て
左
の
意
見
を
陸
相
に
開
陳
さ
せ
た
。

　
満
洲
秩
序
維
持
ノ
為
メ
禺
兵
（
増
兵
）
ノ
件
ハ
政
府
二
於
購
ハ
其
必

要
ナ
シ
ト
籾
㎜
ム
ル
も
、
果
シ
テ
然
リ
ト
ス
レ
ハ
一
奴
策
ノ
加
相
違
覧
以
府
ノ
魂
頁

任
二
爾
外
考
如
何
一
一
ト
モ
ナ
シ
能
ハ
サ
ル
処
ナ
リ
。
反
之
必
要
ト
認
メ

ナ
カ
ラ
モ
政
府
細
郡
内
ノ
議
込
醐
不
一
紡
W
若
シ
ク
ハ
日
一
日
ヲ
延
行
ノ
為
メ

実
行
困
難
ナ
レ
ハ
当
然
陸
相
ノ
立
場
ユ
於
テ
論
議
ア
リ
タ
ル
ロ
ロ
。
然

処
今
日
朝
石
本
男
（
註
、
襲
踏
）
来
訪
候
蒲
傭
何
ニ
モ
首
相
始
メ
外
相
ノ

嚇
蔵
孤
㈹
此
際
囲
外
躍
ヨ
リ
ノ
閣
議
モ
右
N
ラ
』
、
搾
出
［
丘
ハ
ノ
困
難
ナ
ル
コ
ト
、
又

一
方
ニ
ハ
議
院
ノ
方
モ
髭
際
費
購
ノ
請
求
ヲ
ナ
サ
パ
議
論
煙
嵐
従
而
外
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蒲
四
二
鞠
凶
レ
是
又
面
白
カ
ラ
ス
。
　
勇
以
此
際
ハ
毘
配
陣
内
地
二
み
仕
ル
㎞
処
ノ
曜
耕

　
　
丘
ハ
ヲ
派
職
氾
之
一
畢
二
陸
軍
ノ
ミ
ニ
テ
相
計
置
キ
候
｛
畢
二
首
畑
胴
モ
外
抽
細
モ
一
賛

　
　
成
二
被
成
、
不
得
止
之
レ
ニ
岡
意
シ
タ
リ
ト
ノ
菓
二
候
。
実
二
右
之
次

　
　
第
二
而
政
府
自
カ
ラ
動
カ
ザ
ル
次
第
如
何
ニ
モ
致
方
無
二
候
。
尚
小
生

　
　
ノ
意
晃
ハ
充
分
開
陳
仕
置
候
三
共
万
御
配
慮
奉
願
候
（
下
略
）

　
陸
軍
の
焦
慮
と
憤
懇
が
目
に
見
え
る
よ
う
な
書
翰
で
あ
る
。
列
強

の
対
臼
警
戒
・
議
会
勢
力
の
高
揚
・
財
政
難
は
、
も
は
や
山
県
系
を

も
っ
て
し
て
も
如
何
と
も
し
が
た
い
状
態
に
あ
っ
た
。
翌
二
月
九
日
、

山
県
は
桂
に
内
閣
へ
の
憤
り
を
も
ら
し
た
（
切
文
害
）
。

　
　
　
今
朝
接
雲
箋
敬
読
…
…
先
般
来
対
清
政
策
二
付
而
ハ
内
外
情
勢
二
変

　
　
転
之
報
告
蒔
々
刻
々
到
来
日
夜
為
二
区
署
高
配
拝
察
二
不
堪
候
。
・
就
中

　
　
対
満
政
策
上
段
勢
力
範
囲
二
於
テ
秩
序
棄
乱
ヲ
予
防
シ
旦
生
命
財
産
ヲ

　
　
保
酬
護
ス
ル
品
為
め
時
機
二
三
シ
繊
丘
ハ
又
ハ
増
慮
ハ
之
三
鼎
既
二
閣
議
一
決
、
甲
蹄

　
　
岡
と
協
商
モ
整
ひ
タ
ル
今
日
二
於
テ
、
周
囲
之
事
情
ヲ
顧
慮
シ
騰
樋
騨
鰍

　
　
弓
纐
謳
避
鰍
テ
傍
観
坐
視
之
政
策
ヲ
取
、
千
歳
一
遇
之
機
会
ヲ
逸
シ
実
二

　
　
一
田
園
［
家
不
堪
繍
…
憤
候
。
虜
日
露
中
少
将
来
躯
奄
之
報
合
接
シ
タ
レ
共
田
二

　
　
芳
翰
一
読
事
情
判
明
致
し
候
（
下
略
）

　
山
県
に
と
っ
て
は
へ
さ
き
に
増
兵
の
件
は
閣
議
一
決
し
、
臼
露
協

商
も
で
き
て
い
る
今
日
（
一
月
二
十
閥
目
策
三
協
約
案
提
示
）
、
ロ
シ
ア

と
商
議
し
て
満
蒙
に
手
を
の
ば
す
べ
き
好
機
に
、
内
閣
が
総
選
挙
な

ど
を
考
え
て
出
兵
を
躇
際
す
る
の
に
が
ま
ん
が
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
同
じ
二
月
号
日
付
書
翰
で
、
石
本
陸
相
は
内
閣
の
内
情
を
伝
え
て

来
た
（
山
県
文
覚
）
。

　
　
　
（
前
略
）
掠
回
申
越
之
一
二
関
し
て
三
口
と
外
務
大
舅
拝
二
総
理
大

　
　
臣
一
一
も
熟
慮
を
乞
候
処
、
何
分
鷺
下
之
情
況
二
在
テ
ハ
外
国
之
関
係
井

　
　
二
支
那
人
と
の
折
回
二
三
ミ
嵐
兵
ノ
義
ハ
暫
時
見
合
相
成
度
ト
ノ
義
二

　
　
在
之
、
且
ツ
議
会
之
関
係
も
有
之
、
彼
れ
遷
れ
勿
時
機
と
見
立
□
候
間

　
　
何
と
か
公
然
之
増
兵
ヲ
避
ケ
内
容
之
実
力
ヲ
増
加
善
様
二
立
案
ヲ
乞
と

　
　
の
申
出
ユ
依
り
、
今
回
第
五
師
団
ヨ
リ
更
代
兵
派
遣
之
事
二
取
計
申
候

　
　
闘
、
讃
様
御
了
承
有
之
度
、
尚
今
同
生
蝋
ハ
種
々
入
込
ミ
艦
リ
候
二
付

　
　
励
二
田
中
少
将
差
出
候
（
下
略
）

　
満
州
守
備
の
交
代
兵
を
派
遣
し
、
現
駐
留
部
隊
の
帰
還
を
遅
ら
せ

る
と
い
う
構
想
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
山
県
系
に
は
現
内
閣
の
措

羅
が
き
わ
め
て
手
緩
い
と
み
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
時
勢
の
変
転
を

見
定
め
た
も
の
も
あ
っ
た
。
明
石
元
二
郎
は
二
月
十
四
β
山
県
に
一

書
を
認
め
た
（
肉
県
文
書
）
。
北
京
で
は
嚢
世
凱
の
籠
絡
策
が
着
々
奏
効
、

孤
児
寡
婦
（
二
一
清
朝
）
を
欺
き
南
方
と
妥
協
し
、
「
今
や
同
一
之
筆

法
を
用
ひ
我
勢
力
範
囲
た
る
東
三
菅
平
蒙
古
に
其
籠
絡
手
段
」
を
及

ぼ
さ
ん
と
し
て
い
る
。
趙
・
張
の
號
は
な
お
共
和
反
対
を
唱
へ
、
一
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華亥革命と臼本の鋤向（山本）

面
罵
親
王
ら
は
有
志
を
糾
合
し
て
褻
に
対
抗
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、

や
が
て
籠
絡
か
圧
迫
か
を
蒙
っ
て
満
蒙
は
嚢
の
勢
力
下
に
入
る
で
あ

ろ
う
。
　
「
か
く
て
は
南
満
之
野
に
忠
骨
を
埋
め
た
る
十
万
の
戦
友
遺

恨
不
勘
事
」
で
あ
る
。
　
「
今
鷺
の
処
陰
に
陽
に
嚢
の
満
蒙
に
対
す
る

勢
力
之
侵
入
を
妨
げ
る
と
我
政
府
の
断
乎
た
る
処
置
二
因
り
満
蒙
即

我
勢
力
範
囲
内
一
二
指
を
染
む
る
を
得
さ
ら
し
む
る
ハ
必
要
」
で
あ

る
。
北
京
満
州
方
暫
の
情
報
や
来
往
の
政
客
ら
の
観
察
悉
く
一
致
し

て
い
る
、
と
満
蒙
勢
力
籍
囲
の
確
保
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

小
松
原
英
太
郎
も
周
日
付
書
翰
で
山
県
に
訴
え
て
い
う
（
隠
文
害
）
。

「
今
回
之
事
件
生
起
候
以
来
我
政
府
ノ
外
交
毎
事
二
機
宜
ヲ
失
シ
徒

二
国
家
ノ
大
計
を
誤
扁
つ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
の
頃
漸
く
弱
兵

に
決
し
た
趣
だ
が
、
グ
ズ
グ
ズ
し
て
い
て
は
、
ま
た
故
障
が
起
る
か

も
知
れ
ぬ
。
貴
族
院
も
同
志
中
外
交
に
対
し
激
越
な
る
意
見
を
も
つ

も
の
も
あ
り
、
一
昨
夜
幸
倶
楽
部
の
武
井
・
有
地
・
珊
・
目
賀
田
ら

は
外
相
に
会
見
、
そ
の
無
方
針
を
攻
撃
し
、
近
く
首
相
に
も
面
会
を

求
め
ん
と
し
て
い
る
、
と
し
、
以
下
政
府
予
算
案
の
攻
撃
に
移
っ
て

い
る
。
後
藤
新
平
は
二
月
二
十
八
日
の
書
翰
で
（
山
県
文
書
）
、
下
汐
は

政
党
政
派
間
の
一
の
戦
争
と
い
う
べ
き
形
勢
で
、
機
先
を
制
し
た
方

が
勝
ち
で
あ
る
と
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
山
県
系
の
反
内
閣
攻
勢

の
動
き
…
i
一
大
正
政
変
の
前
史
一
・
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
西
園
寺

は
、
山
県
に
二
月
十
二
日
、
十
六
日
付
の
書
翰
を
出
し
て
い
る
が

（
則
県
文
書
）
、
と
も
に
選
挙
法
改
正
法
案
の
枢
府
通
過
に
尽
力
を
乞
う

も
の
と
、
枢
府
委
員
会
通
過
へ
の
謝
辞
で
、
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
は

全
然
ふ
れ
て
い
な
い
。

五
借
款
問
題
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

　
辛
亥
革
命
の
勃
発
に
際
し
、
帝
国
主
義
列
強
は
漁
夫
の
利
を
得
よ

う
と
し
て
、
活
発
に
活
動
し
た
。
臼
本
の
場
合
も
、
政
府
と
ブ
ル
ジ

寂
ア
ジ
ー
が
密
接
に
連
繋
し
、
外
国
資
本
と
競
争
し
つ
つ
、
帝
国
主

義
的
侵
略
を
は
か
っ
た
。
革
命
勃
発
当
初
は
、
宮
・
革
双
方
と
も
借

款
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
十
月
中
・
下
旬
は
各
国
と
も
政
府

側
に
借
款
を
供
与
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
い
く
ぶ
ん
投
機
的
な
冒

険
で
あ
っ
た
が
、
現
政
権
維
持
こ
そ
が
利
権
の
獲
得
に
好
都
合
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
不
成
立
に
終
り
、

革
命
軍
の
優
勢
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
借
款
交
渉
は
こ
れ
に
集
中
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
は
自
国
も
借
款
に
奔
走
し
な
が
ら
、
臼
ホ
の
借
款
進

行
に
抗
議
し
た
。
二
本
政
府
は
、
民
間
商
人
が
危
険
を
冒
し
て
や
る

こ
と
に
干
渉
し
え
な
い
と
つ
っ
ぱ
ね
た
が
、
そ
の
実
、
政
治
的
・
経
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済
的
に
多
大
の
援
助
を
与
え
て
い
た
。
帝
園
主
義
国
間
の
暗
闘
は
熾

烈
で
あ
っ
た
。

　
三
井
は
、
は
じ
め
泰
平
組
合
に
煽
謝
し
て
政
府
に
鋭
感
を
供
給
し

て
い
た
が
、
華
命
軍
優
勢
以
後
一
貫
し
ン
L
革
命
軍
を
援
助
し
た
。
外

交
文
書
と
若
干
の
差
は
あ
る
が
、
山
浦
貫
一
著
『
森
絡
』
が
そ
の
雰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
三
井
の
羅
綺
敬
義
は
社
命
で
一
九
一
〇

年
末
よ
り
一
ヵ
年
間
中
羅
を
視
察
し
、
そ
の
報
告
『
対
側
放
資
論
』

に
お
い
て
「
鉄
道
・
鉱
山
、
そ
の
他
有
利
の
工
業
に
放
資
す
る
」
の

が
「
真
実
に
利
権
獲
得
の
蹟
的
を
達
す
る
」
妊
個
の
放
資
だ
と
説
い

た
。
こ
れ
は
革
命
軍
援
助
に
一
つ
の
根
拠
を
与
え
た
。
つ
い
で
内
田

良
平
が
朝
鮮
で
寺
内
や
明
石
に
策
命
軍
援
助
を
切
出
し
、
要
を
え
な

い
で
い
る
時
、
山
下
亀
三
郎
か
ら
泰
平
組
合
の
こ
と
を
聞
き
、
薩
ち

に
益
田
孝
に
革
命
軍
援
助
に
切
替
え
る
こ
と
を
説
き
、
益
田
は
井
上

や
桂
に
相
談
、
　
三
園
寺
と
会
っ
て
三
十
万
円
借
款
を
承
諾
さ
せ
た

（　

縺
＃
N
一
月
）
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
革
命
勃
発
と
と
も

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
呼
返
さ
れ
た
森
烙
は
中
国
に
急
行
、
独
断
で

孫
文
に
十
五
万
円
借
款
を
承
諾
し
、
詰
責
に
来
た
益
田
孝
に
、
逆
に

革
命
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
は
三
井
す
な
わ
ち
日
本
が
揚
子
江
沿
岸
一

帯
の
利
権
を
一
手
に
収
め
る
こ
と
に
な
る
と
説
き
、
三
井
の
革
命
軍

援
助
の
契
機
を
作
っ
た
と
い
う
・

　
と
こ
ろ
が
、
山
県
文
書
中
に
若
干
の
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

益
田
孝
は
一
月
二
十
一
日
付
書
翰
で
孫
文
の
返
電
（
同
文
書
中
の
「
輔

出
山
県
公
竪
欲
保
東
亜
和
平
必
得
春
本
賛
成
民
国
我
公
大
奇
童
主
持
無
任
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

濤
孫
文
黄
興
」
を
さ
す
か
）
を
同
封
し
、
中
国
情
勢
は
議
会
派
も
容
易

に
裳
に
欺
か
れ
ず
、
公
選
に
よ
る
も
（
嚢
が
か
）
統
領
と
な
る
こ
と
覚

束
な
く
、
昨
当
来
の
電
信
で
譲
位
も
覚
束
な
し
と
あ
れ
ば
、
嚢
の
辞

職
よ
り
外
な
い
だ
ろ
う
か
ら
「
弥
御
着
前
之
好
機
」
（
意
味
不
明
）
で

あ
る
と
述
べ
、
つ
い
で
二
月
四
竃
書
翰
で
は

　
　
　
揮
啓
三
日
南
京
発
電
信
二
依
れ
ハ
森
洛
靴
直
チ
エ
無
責
任
者
と
し
て

　
　
談
話
致
し
た
る
と
相
見
え
斎
物
租
借
之
件
ハ
孫
ユ
二
言
承
諾
せ
り
。
只

　
　
支
那
正
月
葡
二
千
五
百
万
円
無
之
爾
一
二
得
磁
政
権
を
婁
世
凱
二
譲
与

　
　
ス
ル
ノ
外
途
無
く
革
命
政
府
三
野
窮
乏
如
何
と
も
詮
方
無
之
よ
し
、
大

　
　
冶
三
三
に
対
し
盛
宣
棲
一
よ
り
五
薦
万
ノ
借
款
成
立
せ
し
上
ハ
あ
と
千
万

　
　
円
一
二
三
局
担
保
二
郵
船
・
三
井
・
爽
独
米
等
と
交
渉
中
ナ
レ
ト
モ
、

　
　
引
臼
間
之
三
二
此
成
立
見
さ
る
時
ハ
万
纂
窮
ス
。
も
し
此
借
款
に
し
て

　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　
臼
本
ユ
弼
受
合
候
ハ
・
嚢
と
の
購
和
ハ
中
止
し
て
黄
興
孫
文
之
内
航
チ

　
　
ニ
日
本
へ
来
り
て
秘
密
契
約
ヲ
結
ふ
べ
し
と
申
越
候

　
　
　
憂
患
侯
へ
之
電
話
ハ
岡
僕
へ
申
上
質
へ
共
、
、
孫
黄
両
名
よ
り
万
事
御

　
　
指
導
被
下
テ
藏
本
ト
ノ
関
係
之
事
と
も
ハ
措
置
可
致
、
軽
鴨
難
解
公
江
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閣
下
よ
り
宜
ク
御
清
達
願
度
、
近
日
代
理
人
ヲ
任
命
シ
等
長
へ
差
出
し

　
　
（
カ
）

　
　
至
可
申
と
の
意
味
一
一
而
御
答
電
ヲ
落
度
と
の
車
二
申
成
候
。
欝
欝
事
態

　
　
最
も
大
切
に
し
て
御
採
否
一
二
と
御
協
議
、
尚
政
府
と
も
御
商
量
被
下

　
　
速
カ
ニ
彼
二
決
答
ヲ
椙
落
様
工
願
上
度
と
奉
存
候
（
下
略
）

　
と
あ
り
、
革
命
成
功
の
た
め
必
要
な
二
干
五
百
万
円
の
代
償
と
し

て
満
州
租
借
を
孫
文
か
ら
提
示
し
て
来
た
こ
と
を
し
め
し
、
山
県
に

決
断
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
書
翰
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
山
県
文

書
中
の
三
三
の
益
細
宛
電
報
で
あ
る
（
山
県
文
書
で
は
大
正
二
年
に
入

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
容
よ
り
し
て
明
治
四
十
五
年
の
も
の
で
あ
る
）
。

　
　
　
南
京
発
二
月
三
臼
午
前
十
一
時

　
　
左
ノ
電
信
ヲ
挫
π
L
一
二
へ
伝
達
サ
レ
タ
シ

　
　
血
以
蹴
思
森
君
ヨ
リ
聞
キ
好
意
ヲ
威
ゆ
謝
ス
。
万
泰
御
忠
此
獄
二
従
フ
ベ
シ
。
今

　
　
後
日
太
・
ト
ノ
関
係
ハ
訟
櫛
テ
閣
下
ノ
御
指
導
ヲ
仰
ギ
統
一
ヲ
期
ス
ベ
シ
。

　
　
近
礒
代
表
者
ヲ
任
命
シ
糊
下
ノ
御
指
導
ノ
下
二
麗
ク
ベ
シ
。
只
ダ
三
三

　
　
ヲ
要
ス
ル
故
電
信
一
＝
ア
懇
願
ス
。
切
二
援
助
ヲ
乞
フ
。
山
漿
公
桂
公
ニ

　
　
ハ
属
金
泓
ヲ
伝
ヘ
ラ
レ
タ
シ
。
以
卜
｛
御
承
魏
恥
ノ
三
三
…
御
返
電
ヲ
乞
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黄
興

爾
京
森
格
ヨ
リ
益
田
宛

　
　
　
　
二
月
三
R
［
午
後
六
時
発
至
三
蹟
報

　
　
財
政
窮
乏
支
那
年
末
前
～
千
五
再
万
円
ナ
ケ
レ
バ
戦
争
出
来
ス
革
命
政

　
　
落
胤
混
乱
二
言
ラ
ン
。
漢
治
薄
公
司
ト
五
百
万
円
借
款
成
立
シ
タ
ル
故

　
　
招
商
局
ヲ
担
保
ト
シ
テ
郵
船
会
社
、
英
霊
米
濁
等
ト
一
千
万
円
借
款
交

　
　
u
渉
訊
甲
ナ
リ
。
弾
込
シ
五
黛
以
内
二
此
ノ
借
甜
款
成
議
暴
ノ
一
児
込
ナ
ケ
レ
パ
万
事

　
　
休
ス
。
孫
紬
興
ハ
露
　
世
上
ト
和
備
蔵
ヲ
締
伸
箱
シ
一
蚊
権
ヲ
嚢
二
授
ク
ベ
シ
。
孫

　
　
ハ
満
州
租
借
ヲ
承
知
セ
リ
。
故
・
盲
本
が
革
命
軍
ノ
解
散
ヲ
防
ク
為
メ

　
　
漢
治
藩
公
司
ノ
五
百
万
円
ノ
外
ユ
直
グ
…
千
万
円
ヲ
借
セ
バ
三
世
凱
ト

　
　
ノ
和
議
ヲ
中
血
シ
孫
文
又
ハ
黄
三
日
ホ
ニ
行
キ
テ
満
洲
ノ
秘
密
契
約
ヲ

　
　
成
サ
ン
。
金
手
二
入
ラ
ヌ
内
ハ
軍
隊
解
散
ノ
恐
ア
リ
。
南
京
ヲ
動
ケ
バ

　
　
孫
文
ノ
変
事
ナ
リ
。
満
洲
ノ
件
断
行
ス
ル
気
ナ
ラ
バ
四
望
以
内
一
二
千

　
　
万
円
借
…
ス
ト
電
話
セ
ヨ
嚢
〔
世
號
ト
ノ
和
議
ヲ
中
止
サ
ス
ベ
シ
　
以
上

　
と
。
か
か
る
一
二
井
の
裏
面
工
作
に
対
し
て
、
革
命
派
を
嫌
っ
た
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

県
は
結
局
応
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
地
外
交
官
が

こ
の
間
に
介
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
外
交
文
書
の
し
め
す
通
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
漢
治
藩
公
司
借
款
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年

い
ら
い
の
も
の
で
、
革
命
勃
発
当
初
、
交
渉
原
案
で
は
、
革
命
が
波

及
す
れ
ば
占
領
す
る
と
あ
っ
た
の
を
利
権
防
衛
に
改
め
、
さ
ら
に
交

渉
途
中
で
合
弁
案
を
も
ち
出
し
た
の
で
あ
る
（
詳
細
は
栗
原
A
参
照
）
。

招
商
局
借
款
に
つ
い
て
は
巳
英
が
競
争
し
、
日
本
で
は
ば
じ
め
大
倉
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組
が
関
係
、
内
田
外
相
か
ら
援
助
を
要
請
さ
れ
た
有
吉
上
海
総
領
事

も
日
本
の
資
本
家
が
至
急
十
分
の
覚
悟
で
金
額
準
備
の
声
明
を
し
て

ほ
し
い
と
電
請
し
て
い
た
（
1
月
2
5
臼
）
。
翌
日
内
田
は
「
貴
慮
限
り
」

で
「
我
よ
り
公
然
革
命
軍
に
対
し
軍
資
を
供
給
す
る
が
如
き
形
跡
を

避
け
」
る
た
め
、
同
局
本
来
の
事
業
に
対
し
借
款
す
る
体
裁
を
と
る

よ
う
指
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
借
款
を
探
知
し
た
清
国
政
府
は
日
本
政

府
に
抗
議
、
二
月
七
β
伊
集
院
公
使
は
内
田
に
「
今
後
中
清
地
方
に

我
利
権
を
扶
植
せ
し
む
る
準
備
と
し
て
内
密
資
本
家
に
此
種
事
項
を

勧
誘
せ
ら
れ
居
る
行
懸
」
も
あ
り
、
絶
対
世
間
に
秘
密
に
さ
れ
た
い

と
要
望
し
た
が
、
の
ち
中
止
さ
れ
た
。

　
郵
園
部
…
正
金
銀
行
間
の
湖
南
省
鉄
道
借
款
は
、
伊
集
院
公
使
が

抵
当
有
利
で
「
時
局
の
結
果
如
何
に
拘
ら
ず
確
実
に
し
て
且
湖
南
に

於
け
る
我
勢
力
利
権
の
扶
植
の
本
拠
と
な
す
に
足
る
」
か
ら
、
是
非

成
立
さ
せ
た
い
と
請
訓
し
た
（
－
o
月
2
5
日
目
。
蘇
省
鉄
道
公
可
借
款
は

有
吉
総
領
事
が
斡
旋
を
依
頼
さ
れ
て
一
月
三
碧
外
根
に
通
じ
、
大
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

組
が
乗
出
し
た
。
契
約
に
際
し
、
大
倉
組
は
償
還
不
履
行
の
場
合
、

償
還
終
了
ま
で
鉄
道
の
営
業
管
理
、
鉄
道
材
料
購
入
・
外
人
解
止
の

場
合
の
債
主
優
先
な
ど
の
き
び
し
い
条
件
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の

借
款
は
イ
ギ
リ
ス
の
抗
爾
鉄
道
借
款
と
関
係
が
あ
り
、
有
吉
も
中
止

方
を
具
申
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
抗
議
的
質
疑
、
イ
ギ
リ
ス
の
抗
議

が
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
月
二
十
七
日
に
調
印
さ
れ
た
。
抵
当

は
「
公
司
一
切
の
動
産
不
動
産
及
鉄
道
営
業
権
」
で
あ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
そ
の
後
も
数
次
に
わ
た
り
抗
議
し
た
の
で
、
三
百
万
円
中
二

百
五
十
万
円
交
付
し
た
と
こ
ろ
で
見
合
せ
と
な
っ
た
。
　
一
月
の
江
西

鉄
道
借
款
五
百
万
円
（
結
果
不
明
）
の
担
保
も
「
財
産
及
収
入
並
営
業

管
理
権
」
そ
の
他
で
あ
っ
た
。

　
以
上
を
通
じ
て
、
前
章
に
述
べ
た
消
極
政
策
を
標
榜
し
た
政
府
が

し
だ
い
に
革
命
干
渉
に
転
化
し
て
い
っ
た
以
外
に
、
三
井
・
大
倉
ら

の
特
権
的
な
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
政
府
な
い
し
政
府
機
関
の

後
援
の
も
と
に
、
い
か
に
経
済
的
な
進
出
を
は
か
っ
た
か
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
借
款
問
題
に
大
陸
浪
人
が
関
係
し
て

い
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
曾
村
は
「
内
田
良
平
の
中
国
観
」
（
『
近
代
史
研
究
』
所
収
）

の
な
か
で
、
内
田
の
活
動
の
背
景
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
意

向
と
関
連
さ
せ
て
、
大
要
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
外
国
資
本
の

圧
迫
下
に
あ
っ
た
当
時
の
臼
本
で
は
、
政
治
的
支
配
層
と
こ
れ
に
つ

ら
な
る
独
占
資
本
家
は
、
外
国
資
本
と
の
正
藤
衝
突
を
回
避
し
て
そ

の
地
位
を
保
持
改
善
せ
ん
と
し
、
こ
の
「
鞭
て
る
者
」
は
現
状
維
持
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的
・
保
守
的
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
独
占
体
制
か
ら
排
除
さ
れ
や
す

い
中
間
層
以
下
の
多
数
の
大
衆
の
間
か
ら
、
．
国
際
政
治
勢
力
の
真
窒

状
態
に
近
づ
い
て
い
た
満
蒙
に
積
極
約
進
出
を
試
み
、
外
国
資
本
の

圧
迫
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
排
外
的
シ
翼
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
の
空
気
が
横
画

す
る
。
こ
の
二
つ
の
鮒
立
の
調
停
者
が
内
鼠
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
後

の
混
乱
期
の
中
国
は
「
持
た
ざ
る
懸
」
日
本
の
好
餌
で
、
中
南
清
に

発
展
を
求
め
て
い
た
巳
本
の
実
業
家
陣
営
は
漁
夫
の
利
を
え
よ
う
と

鑛
動
し
、
あ
る
意
味
で
中
間
層
の
大
き
な
代
弁
者
で
あ
っ
た
陸
軍
軍

人
の
一
部
に
浪
人
団
体
が
結
び
つ
き
、
満
蒙
独
立
を
画
策
す
る
。
そ

し
て
与
論
を
饗
幽
し
、
支
配
暦
と
折
衝
連
絡
す
る
、
と
。

　
右
の
所
論
は
文
章
の
み
で
な
く
、
内
容
も
き
わ
め
て
理
解
し
が
た

い
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
支
配
層
・
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
中
聞

層
以
下
多
数
の
大
衆
と
を
対
置
す
る
の
非
は
し
ば
ら
く
お
く
も
、
三

井
・
大
倉
は
「
持
て
る
者
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
。
彼
ら
の
活
動
が

は
た
し
て
現
状
維
持
的
・
保
守
的
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
漁
夫
の

利
を
え
よ
う
と
遜
嚇
し
た
「
黛
本
の
実
業
家
陣
営
」
と
は
、
非
独
占
的

な
ブ
ル
ジ
容
ア
ジ
ー
を
も
さ
す
の
で
あ
る
か
。
革
命
の
ド
サ
ク
サ
ま

ぎ
れ
に
利
を
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
蟹
険
難
な
武
器
供
与
な
い
し
借
款

は
、
政
府
の
援
助
な
く
し
て
困
難
で
あ
り
、
三
井
・
大
倉
組
ら
が
こ
れ

に
当
り
え
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
革
命
で

一
般
貿
易
は
大
打
撃
を
う
け
た
。
中
小
の
貿
易
資
本
家
は
一
日
も
偉

や
く
中
国
の
事
態
の
回
復
を
希
求
し
、
山
本
唯
三
郎
な
ど
も
中
国
の

こ
と
は
中
国
自
体
で
解
決
さ
せ
る
こ
と
を
望
み
、
干
渉
に
反
対
し
て

い
る
。
さ
ら
に
陸
軍
軍
人
の
一
部
や
大
陸
浪
人
が
「
あ
る
意
味
」
で

は
あ
っ
て
も
中
間
層
の
大
き
な
代
弁
者
で
あ
る
と
は
具
体
的
に
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
よ
り
も
軍
部
、
と
く
に
陸
軍
の
革
命
反
対
・

満
蒙
確
保
の
線
を
大
き
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
資
本
主
義
が
英
米
資
本
主
義
に
従
属
し

て
い
た
こ
と
は
事
突
で
あ
る
が
、
資
本
象
た
ち
は
革
命
勃
発
当
初
、

き
わ
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
　
特
権
的
独
占
ブ
ル
の
一
部
（
金
融
資
本

と
し
て
は
正
金
銀
行
）
が
政
府
の
援
助
の
も
と
に
冒
険
約
に
武
雛
供
与

や
借
款
を
行
な
い
、
は
じ
め
は
清
朝
に
、
の
ち
に
は
革
命
軍
に
と
、
情

勢
に
応
じ
て
将
来
確
実
性
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
、
そ
の
内
容
が
冒

険
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
将
来
の
確
実
な
保
証
一
き
わ
め
て
帝

圃
主
義
的
な
一
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
般
の
ブ
ル
ジ
コ
ア

ジ
ー
は
、
既
述
の
ご
と
く
革
命
の
早
期
落
着
を
の
ぞ
み
、
そ
の
意
向

を
反
映
し
た
論
説
も
多
く
非
干
渉
を
と
な
え
、
国
内
に
お
け
る
権
力

と
独
占
と
の
結
び
つ
き
に
反
擾
し
て
、
む
し
ろ
策
命
派
に
岡
情
的
で
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あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
満
蒙
に
対
す
る
経
済
的
進
出
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
軍
部
の
満
蒙
確
保
の
意
図
は
明
ら
か

で
あ
り
、
中
小
の
実
業
家
が
革
命
の
中
国
本
土
を
さ
け
て
満
蒙
進
出

を
は
か
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
内
田
が
果
し
て
1
1
調

停
者
”
の
地
位
に
た
つ
か
は
速
断
し
が
た
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

六
　
終

局

　
二
月
十
二
日
に
清
帝
退
位
の
上
諭
が
出
さ
れ
、
孫
文
が
辞
任
し
て

婁
世
凱
が
大
統
領
に
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
就
任
式
の
場
所
に

つ
い
て
官
革
間
に
争
論
が
あ
り
、
嚢
は
二
月
二
十
九
日
に
北
京
兵
乱

を
お
こ
し
、
こ
れ
を
理
由
に
北
京
で
就
任
式
を
あ
げ
た
。
こ
れ
よ
り

さ
き
、
日
本
政
府
が
主
導
権
恢
復
を
ね
ら
っ
て
列
国
に
共
和
政
府
承

認
を
勧
誘
し
た
。
ま
た
伊
集
院
公
使
は
北
京
兵
乱
を
重
視
し
、
武
力

干
渉
の
準
備
と
多
少
の
犠
牲
を
覚
悟
し
て
擾
乱
を
増
長
さ
せ
る
こ
と

の
得
策
な
る
こ
と
と
を
建
言
し
た
。
大
勢
決
定
後
の
叢
動
と
い
う
ほ

か
な
い
。
ま
た
こ
の
際
陸
軍
省
は
関
東
都
督
と
北
京
の
阿
部
司
令
官

に
そ
れ
ぞ
れ
出
兵
に
つ
い
て
指
示
し
（
3
月
4
翼
）
、
伊
集
院
公
使
と

の
協
議
を
命
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
公
使
は
四
臼
付
で
、
　
一
大
隊
の

派
兵
を
要
求
し
た
の
に
そ
れ
以
上
の
兵
力
を
派
遣
し
た
こ
と
、
派
遣

部
隊
に
越
権
行
為
の
あ
っ
た
こ
と
を
難
詰
し
て
い
る
。

　
満
州
方
面
の
状
況
は
詳
述
の
い
と
ま
は
な
い
が
、
わ
が
方
は
極
力

革
命
軍
の
満
州
進
出
を
阻
止
し
て
お
り
、
彼
我
の
問
に
若
干
の
死
傷

事
件
が
起
り
、
わ
が
軍
隊
が
こ
の
期
に
出
丘
ハ
し
て
勢
力
拡
張
を
は
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る

重
要
問
題
と
し
て
、
日
露
間
の
満
蒙
勢
力
圏
分
割
案
、
四
国
借
款
団

と
満
蒙
権
益
擁
護
の
問
題
が
あ
る
が
、
す
で
に
研
究
も
あ
り
、
省
略

す
る
。

　
こ
の
頃
の
情
勢
に
関
し
、
寺
内
が
桂
に
あ
て
た
書
翰
（
3
月
4
濁

付
）
が
あ
る
（
撞
文
書
）
。

　
　
　
（
前
略
）
清
国
事
変
も
按
外
二
鎮
静
、
政
府
組
織
も
其
緒
二
就
キ
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
申
、
列
国
も
形
勢
観
傍
中
期
宮
私
権
之
扶
植
ユ
腐
心
中
二
有
之
、
殊
昨

　
　
ム
コ
ハ
丘
一
団
繍
把
々
二
畑
自
生
申
梧
朕
、
轟
ん
且
尾
ハ
不
口
H
鮪
駅
定
一
三
膳
以
候
佃
冊
尋
六
、
亥

　
　
之
手
続
ハ
申
々
伸
張
不
致
候
事
ト
被
窺
申
候
、
夫
二
就
候
テ
モ
我
政
府

　
　
之
決
意
ハ
那
辺
二
有
之
候
や
、
満
洲
之
処
分
も
今
以
如
何
決
意
之
程
不

　
　
伺
、
中
央
二
於
テ
借
款
も
甘
ク
不
参
実
二
残
念
至
極
二
被
存
申
候
。
、
自

　
　
当
言
之
考
ニ
チ
ハ
先
日
露
国
政
府
之
意
向
ヲ
本
野
大
使
よ
り
申
来
候
如

　
　
キ
ハ
誠
二
良
機
会
ニ
ハ
無
之
乎
ト
存
申
言
、
是
等
一
跨
ト
御
相
談
之
上

　
　
決
定
被
致
可
然
事
柄
ト
存
候
処
、
外
務
大
臣
一
存
ニ
テ
拒
絶
二
塁
シ
キ

　
　
返
事
を
被
害
二
様
被
伺
、
残
念
至
極
ト
存
気
候
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辛亥革命と艮本の動晦（山本）

　
　
　
A
仔
R
【
ノ
形
獄
ヵ
二
一
ア
ハ
嚢
モ
当
△
万
門
田
特
務
を
進
行
候
訳
ケ
エ
も
不
翌
裏
ト

　
　
存
申
候
。
此
間
種
々
国
際
問
題
も
可
相
生
ト
存
把
持
、
之
二
対
ス
ル
相

　
　
当
臥
処
分
案
御
考
究
専
要
二
可
有
之
ト
存
亡
候
。
到
底
今
日
ノ
場
合
ハ

　
　
露
国
政
府
ト
内
議
ノ
上
断
然
之
処
置
ヲ
執
ル
ノ
時
機
ヲ
待
候
方
一
方
策

　
　
乎
ト
相
考
ラ
レ
申
候
、
何
卒
御
考
究
願
葭
葺
然
御
指
図
相
成
卸
町
希
望

　
　
一
　
不
堪
候
（
下
略
）

　
い
ぜ
ん
と
し
て
政
府
攻
撃
で
あ
り
、
積
極
策
で
あ
る
。
二
月
二
十

七
匿
、
ニ
シ
ア
外
相
は
本
野
大
使
に
、
中
国
新
政
府
承
認
の
条
件
と

し
て
B
露
両
国
の
特
殊
権
益
承
認
を
加
え
た
い
と
打
診
し
た
。
本
野

は
こ
れ
に
同
意
、
さ
ら
に
輪
を
か
け
て
妊
機
に
「
断
乎
た
る
処
置
」

を
と
る
地
歩
を
作
れ
と
本
国
に
具
申
し
た
。
内
田
は
こ
れ
を
困
難
と

し
た
の
で
あ
る
。
寺
内
は
、
こ
の
本
野
の
路
線
を
す
す
め
よ
う
と
し
、

山
県
に
「
雑
然
御
湿
園
」
を
求
め
た
。
こ
れ
が
月
並
の
言
葉
で
な
い

な
ら
、
寺
内
－
中
村
満
鉄
総
裁
の
策
謀
の
背
後
に
は
、
山
県
・
桂
の

両
巨
頭
が
控
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
山
［
県
・
桂
と
桂
二
守
内
の
関

係
は
、
当
時
か
な
ら
ず
し
も
良
好
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
対
外
問

題
に
お
い
て
は
、
か
な
り
一
致
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
だ
が
、

彼
牡
の
構
想
は
、
す
で
に
述
べ
た
内
外
の
情
勢
で
結
実
す
る
こ
と
な

し
に
終
っ
た
。

　
こ
れ
ら
陸
軍
上
層
部
の
不
満
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
後
ど
の
よ
う

な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
か
。
そ
の
内
政
上
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
は
、
二

師
団
増
設
問
題
に
よ
っ
て
西
園
寺
内
閣
を
倒
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
結
果
は
、
ぎ
ゃ
く
に
民
衆
の
反
抗
に
あ
っ
て
、
一
時
的
で
は
あ
れ
、

軍
閥
官
僚
系
は
非
常
な
深
傷
を
負
っ
た
。
そ
の
外
政
上
に
お
け
る
あ

ら
わ
れ
は
、
諸
列
強
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
圧
力
の
減
じ
た
第
一
次
大

戦
時
に
お
け
る
、
二
十
一
ヵ
条
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
進
出
で
あ

る
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
第
二
次
桂
内
閣
に
よ
っ
て
な
し
雪
げ
ら
れ
た
臼
韓
併
合
は
、
明
治

末
年
の
日
本
帝
国
主
義
の
終
着
点
で
あ
っ
た
。
帝
国
主
義
者
た
ち
に

と
っ
て
、
も
う
一
度
「
千
載
一
遇
の
好
機
」
辛
亥
革
命
は
到
来
し
た
。

し
か
し
、
桂
ほ
ど
政
治
力
の
な
い
西
園
寺
内
閣
は
、
情
勢
に
ひ
き
ず

ら
れ
て
後
手
後
手
に
、
し
か
も
し
だ
い
に
帝
国
主
義
的
政
策
を
う
ち

だ
し
た
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
不
手
際
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
不

手
際
は
、
内
閣
の
政
治
力
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
財
政
の
行
詰
り

は
も
と
よ
り
、
議
会
勢
力
、
与
論
は
、
し
だ
い
に
反
軍
長
官
彩
色
を

つ
よ
め
、
内
閣
が
行
財
政
の
整
理
を
一
枚
看
板
と
し
て
民
意
に
答
え

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
帝
国
主
義
政
策
は
控
制
さ
れ
ざ
る
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を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
臼
露
戦
争
以
降
し
だ
い
に
進
展
し
た
近
代

史
の
変
化
髄
軍
閥
宮
僚
内
閣
か
ら
政
党
内
閣
へ
の
歩
み
が
よ
み
と
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
辛
亥
窮
命
は
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
こ
り
、
こ
れ

に
対
す
る
貸
本
の
動
向
は
、
軍
閥
宮
僚
に
よ
っ
て
方
∵
同
を
夏
鳶
…
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
の
蜜
時
の
日
本
の
諸
階
層
の
姿
を
し
め
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
Q

　
こ
れ
を
質
す
こ
し
詳
述
し
よ
う
。
桂
ほ
ど
外
交
的
手
腕
も
方
針
も

な
い
西
園
寺
は
、
革
命
を
動
乱
と
み
て
消
極
策
を
と
り
、
事
態
の
重

大
性
を
さ
と
る
に
お
よ
ん
で
干
渉
策
を
と
り
清
朝
を
援
助
し
た
。
山

県
を
頂
点
と
す
る
軍
閥
官
僚
系
の
革
命
圧
殺
策
は
陸
・
外
相
を
通
じ

て
内
閣
に
影
響
し
、
伊
集
院
・
本
野
ら
積
極
論
者
が
こ
れ
に
和
し
て

内
閣
の
尻
を
た
た
い
た
が
、
従
来
の
よ
う
に
元
老
が
内
閣
の
政
策
を

左
右
す
べ
く
、
内
外
状
勢
は
あ
ま
り
に
瞬
難
で
あ
っ
た
。
革
命
軍
の

優
勢
と
と
も
に
、
瓢
一
井
は
イ
ギ
リ
ス
の
華
中
の
地
盤
に
拠
を
打
込
み
、

満
蒙
を
得
よ
う
と
し
て
、
井
上
を
通
じ
て
元
老
．
内
閣
を
動
か
し
た

が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
大
倉
は
も
っ
ぱ
ら
革
命
状
勢
を
み
て
経
済

的
利
潤
の
獲
得
に
狂
奔
し
た
。
と
も
に
独
占
ブ
ル
の
露
骨
な
帝
国
主

義
政
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
政
府
機

関
が
緊
密
に
結
合
し
、
支
援
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
中
国

を
め
ぐ
る
国
際
帝
国
主
義
の
競
争
を
激
化
す
る
原
因
と
な
っ
た
。
日

韓
併
合
後
の
大
陸
進
出
は
財
政
困
難
の
な
か
に
こ
の
階
段
ま
で
進
展

し
、
二
十
一
ヵ
条
要
求
に
連
な
る
。
一
般
の
ブ
ル
ジ
・
ア
ジ
ー
は
、

む
し
ろ
革
命
不
干
渉
と
事
態
の
速
か
な
る
掴
復
を
願
い
、
革
命
に
よ

る
貿
易
不
振
の
損
審
を
と
り
も
ど
そ
う
と
し
て
い
た
。
軍
閥
・
官
僚

の
長
期
に
わ
た
る
専
制
に
あ
き
た
ら
な
か
っ
た
与
論
は
む
し
ろ
革
命

に
同
情
し
、
軍
閥
官
僚
に
反
機
す
る
気
勢
を
し
め
し
た
。
右
翼
や
大

陸
浪
人
も
そ
の
意
図
は
一
様
で
な
い
が
、
概
し
て
革
命
に
同
情
的
な

行
動
を
と
り
、
こ
れ
ら
は
大
正
政
変
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
か
か
る

諸
勢
力
の
交
錯
は
わ
が
政
策
を
混
迷
に
陥
れ
た
内
的
事
情
で
あ
り
、

明
治
～
大
正
へ
の
転
換
期
の
国
内
動
向
を
い
か
ん
な
く
示
し
た
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
臼
井
勝
美
「
臼
本
と
辛
亥
革
命
一
そ
璽
側
面
i
」
（
擢
史
学
研
究
』
二

　
　
〇
七
号
、
一
九
五
七
年
五
月
号
）
、
岡
門
辛
亥
鮮
明
i
日
本
の
対
応
扁
　
（
『
日
本

　
　
外
交
史
研
究
、
大
蕉
時
代
』
一
九
五
八
年
夏
季
畢
V
、
栗
原
、
健
「
第
一
次
、
館
二

　
　
次
満
蒙
独
立
運
動
」
　
（
同
上
）
、
勲
村
保
信
「
辛
亥
革
命
と
臼
本
」
　
（
隅
上
、
『
日

　
　
中
潤
係
の
展
瀾
』
一
九
六
一
年
三
月
中
、
隅
門
辛
亥
革
命
と
日
本
の
甘
粕
」
　
（
『
法

　
　
学
新
報
臨
一
九
五
六
年
九
月
、
の
ち
『
近
代
史
研
究
一
β
本
と
中
綱
i
』
に

　
　
所
収
〉
な
ど
。
こ
の
ほ
か
、
野
沢
豊
「
辛
亥
革
命
と
大
正
政
変
」
（
『
東
洋
史
学
論

　
　
集
第
六
、
中
国
近
代
化
の
社
会
構
造
既
所
収
）
は
、
巌
時
の
わ
が
三
重
を
網
羅
的

　
　
に
紹
介
し
て
い
る
。
鰐
外
関
係
一
般
で
は
グ
リ
ス
ウ
オ
ル
ド
薯
『
米
国
極
東
政
策
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亥革命と日本の動向（i⊥1本）

　
史
』
、
鹿
島
守
之
助
著
『
日
本
外
交
の
史
的
考
察
』
、
同
『
日
英
外
交
史
』
な
ど
の

　
ほ
か
、
中
繊
治
一
著
『
日
欝
戦
争
以
後
駈
が
明
治
来
期
の
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
綴
際

　
関
係
を
み
る
に
便
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
論
署
の
引
用
は
笠
考
名
を
、
二
つ
あ
る

　
も
の
は
前
に
詑
し
た
も
の
を
A
、
後
の
も
の
を
B
で
示
し
た
。

②
中
山
、
五
四
ペ
ー
ジ
。

③
泰
平
商
会
は
霊
井
物
産
、
大
倉
商
会
、
高
田
商
会
よ
り
な
る
。
高
田
商
会
は
佐

　
渡
士
族
高
田
慎
蔵
経
営
の
陸
軍
御
国
達
貿
易
会
社
（
高
橋
箒
瓢
庵
『
箒
の
あ
と
』
下

　
巻
込
〇
六
～
・
九
ペ
ー
ジ
）
。

④
　
『
外
交
文
書
隙
の
ほ
か
臼
井
A
（
泰
平
商
会
の
武
器
供
与
を
詳
述
）
参
照
。

⑤
鵜
繭
は
石
本
陸
相
は
寺
内
の
塊
鰯
を
も
っ
て
闘
せ
ら
れ
、
田
中
義
一
軍
務
腸
長

　
が
長
言
の
代
表
と
し
て
勢
威
を
振
い
、
参
謀
本
部
は
「
悪
日
省
の
一
局
た
る
の
形

　
を
蒋
し
、
総
長
三
保
轍
（
翌
明
治
四
十
五
年
一
月
二
十
日
長
谷
川
好
道
に
代
る
）
、

　
次
長
福
島
安
正
（
翌
年
四
月
二
十
一
臼
大
島
健
一
に
代
る
）
は
と
も
に
長
派
の
塊

　
儀
た
る
に
過
ぎ
ず
」
と
評
し
て
い
る
（
『
薩
の
海
軍
長
の
陸
軍
』
一
八
九
～
一
九
七

　
ペ
ー
ジ
）
。

⑥
防
衛
庁
戦
史
室
祈
蔵
『
清
剛
革
命
乱
舞
係
欝
類
駈
（
瞬
陸
軍
省
、
軍
事
機
密
）

　
に
よ
る
。
案
で
あ
る
が
、
醐
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
原
文
は
斥
仮
名
、
濁
点
、

　
句
読
点
な
し
。

の
　
　
門
口
井
B
一
八
ぺ
～
ジ
、
　
曾
村
B
一
一
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

⑧
池
田
零
幸
『
中
国
現
代
政
治
史
』
二
一
ぺ
…
ジ
。

⑨
若
干
の
審
項
を
例
証
し
て
お
こ
う
。
財
政
難
に
つ
い
て
は
、
一
九
＝
年
八
月

　
二
日
差
で
、
若
槻
玉
絹
が
由
県
に
財
政
説
明
を
行
っ
た
靖
況
を
縫
首
樹
に
報
じ
た

　
書
翰
で
は
（
桂
文
書
）
、
若
槻
は
山
県
に
「
比
年
歳
入
状
況
ノ
思
ハ
シ
カ
ラ
ザ
ル

　
ロ
ト
ヨ
リ
明
隔
ヰ
度
二
於
　
醐
ハ
租
税
〃
収
入
ハ
本
年
度
ユ
比
シ
増
加
セ
ス
シ
テ
却
而
…
著

　
シ
ク
減
少
ス
ヘ
キ
・
コ
ト
、
坐
航
山
田
ハ
何
等
瓢
糾
規
一
計
幕
画
ヲ
為
サ
サ
ル
モ
既
定
ノ
モ
ノ
ノ

　
ミ
ニ
シ
テ
多
額
ノ
財
瀬
…
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
、
其
結
果
ト
シ
テ
目
隠
守
漸
シ
ク
計
画
ヲ
為

　
サ
サ
ル
モ
明
後
眠
十
八
年
慶
晶
ハ
累
計
シ
テ
ニ
千
八
否
万
円
以
上
ノ
財
源
不
足
ナ

ル
コ
ト
、
此
状
況
二
対
ス
ル
矯
翫
策
ト
シ
テ
ハ
繰
越
費
ヲ
整
理
シ
テ
財
源
ヲ
発
見

　
ス
ル
ノ
外
「
飽
二
良
砕
心
ナ
キ
コ
ト
等
ヲ
詳
細
二
申
述
へ
、
｝
止
貨
モ
時
ニ
ハ
現
状
ノ
｛
盤

　
二
二
暦
随
ス
ル
ト
ス
レ
ハ
眠
窟
心
臓
［
十
八
年
二
至
レ
ハ
我
正
貨
ハ
全
ク
酒
…
散
シ
尽
ス
ヘ

　
キ
ロ
ト
、
正
貨
確
保
ノ
撰
本
政
策
ハ
産
業
ヲ
盛
ニ
シ
テ
輸
入
ヲ
減
シ
輸
街
ヲ
増
ス

　
ニ
在
ル
コ
ト
、
然
レ
ト
モ
根
本
政
榊
策
ハ
急
二
実
効
ヲ
奏
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ

　
以
テ
一
時
応
急
ノ
処
鷺
ヲ
取
ル
ノ
己
ム
ヲ
得
一
サ
ル
コ
ト
、
財
政
誤
嚥
放
慢
ナ
ル
ト

　
キ
ハ
外
貨
ノ
流
入
ヲ
日
妨
ケ
正
貨
確
保
ヲ
閑
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
コ
ト
」
を
騨
…
述
、
山

　
県
も
予
想
外
の
状
態
に
「
是
曇
ア
ハ
何
等
ノ
講
求
（
註
、
軍
拡
の
た
め
の
か
ー
ー

　
山
本
）
モ
出
来
ス
扁
と
心
醗
し
、
鍛
類
を
再
検
討
す
る
た
め
残
置
を
命
じ
た
の
で

　
あ
る
。
　
「
一
九
〇
五
隼
・
か
ら
マ
九
一
〇
年
に
い
た
る
五
焔
ヰ
間
は
、
他
の
ど
こ
の
國

　
に
も
ま
さ
っ
て
日
本
の
満
遍
進
出
が
果
敢
に
行
な
わ
れ
た
時
代
」
で
あ
り
（
中
繊
、

　
二
五
ペ
ー
ジ
）
、
そ
の
結
果
は
こ
の
よ
う
な
財
政
難
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
軍
隊
へ

　
の
反
感
と
な
り
（
浅
照
・
小
山
共
著
『
日
本
帝
国
主
義
史
』
第
一
巻
二
二
二
～
二

　
三
三
ペ
ー
ジ
）
、
大
逆
事
件
と
な
り
、
桂
内
閣
の
倒
壊
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
の

　
行
財
政
整
理
を
導
い
た
。

⑩
拙
稿
「
桂
園
時
代
の
加
熱
と
政
党
」
（
『
華
頂
短
大
研
究
紀
要
』
第
七
号
）
参
照
。

⑪
徳
富
蘇
峯
著
昊
正
政
局
史
筆
《
、
桂
は
辛
亥
革
命
と
い
う
、
彼
の
雄
図
を
実

　
現
す
き
き
稀
有
の
機
会
の
ニ
カ
月
前
に
辞
職
し
た
こ
と
を
悔
い
た
で
あ
ろ
う
と
述

　
べ
て
い
る
（
四
〇
～
四
一
ペ
ー
ジ
）
。

⑫
　
そ
の
代
表
的
な
一
例
は
、
駐
欝
本
野
大
使
の
十
一
三
六
日
付
電
報
で
あ
る
。
田

　
く
「
既
に
醗
…
々
慧
発
を
具
陳
し
帝
国
政
府
に
於
て
一
定
の
方
針
御
確
定
の
上
何
公

　
の
調
令
あ
ら
ん
こ
と
を
禦
請
し
無
き
た
る
も
今
日
に
至
る
迄
何
等
確
た
る
訓
令
に

　
接
せ
ざ
る
は
本
宮
の
甚
だ
遺
憾
と
す
る
所
な
り
扁
と
。

⑬
　
臼
本
は
β
英
聯
盟
改
訂
問
題
で
英
米
接
近
（
仲
裁
裁
判
条
約
問
題
）
に
水
を
さ

　
そ
う
と
し
て
い
ら
い
、
在
英
間
に
感
情
の
疎
隔
が
生
じ
た
（
中
山
前
笹
書
参
照
）
。

⑭
実
藤
合
著
『
日
中
友
好
史
』
第
三
章
参
照
。
そ
こ
に
は
政
府
の
弾
圧
と
罠
間
の

　
好
意
・
軽
侮
の
交
錯
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
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⑮
内
藤
著
『
清
朝
史
通
論
』
所
収
「
濾
朝
衰
亡
論
」
。
こ
れ
は
1
1
月
2
4
臼
、
1
2
月
1

　
日
・
8
蹟
の
三
回
に
わ
た
る
講
演
で
、
引
用
箇
所
は
1
2
月
8
臼
の
も
の
。

⑯
矢
野
仁
一
『
支
那
浪
人
論
点
（
『
外
交
時
報
』
一
九
一
七
年
二
月
一
日
。
の
ち
、
近

　
代
支
那
論
隠
所
収
）
。

⑰
　
野
村
浩
一
「
孫
文
の
畏
権
主
義
と
大
陸
浪
人
」
（
『
思
想
』
一
九
五
七
年
六
月
号
）
。

⑱
た
と
え
ば
『
玄
洋
社
々
史
臨
（
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
七
三
六
ペ
ー
ジ
所
引
）
。

⑲
　
犬
養
は
作
州
の
温
泉
保
養
と
い
う
名
眉
で
、
党
の
危
機
を
よ
そ
に
病
魑
を
冒
し

　
て
出
発
し
た
。
三
浦
へ
は
「
先
力
の
都
合
に
て
鼎
力
を
煩
は
す
の
場
合
」
も
あ
ろ

　
う
と
い
い
、
帰
扇
田
は
、
わ
が
外
交
の
失
錯
・
英
の
優
勢
・
震
の
活
躍
・
孫
の
軟

　
化
で
大
勢
は
動
か
し
が
た
く
な
っ
た
が
、
　
「
大
勢
不
利
の
中
に
も
尚
尽
力
次
第
に

　
て
曽
爾
の
力
を
伸
ぷ
べ
き
地
歩
を
得
る
」
こ
と
も
出
来
、
こ
れ
を
繕
的
に
近
く
再

　
渡
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
（
拙
編
『
三
浦
梧
楼
関
係
文
轡
）
。

⑳
　
『
山
洲
根
津
先
生
伝
』
一
三
九
～
一
四
〇
、
三
三
　
～
二
、
賜
一
八
ペ
ー
ジ
参

　
照
。
な
お
野
沢
は
犬
曳
渡
清
後
、
後
事
を
托
さ
れ
た
福
本
誠
（
日
南
）
が
善
隣
同
志

　
会
と
と
も
に
支
那
問
題
岡
志
会
を
作
っ
た
と
あ
る
が
、
期
日
的
に
不
可
能
。

⑳
榛
原
「
党
治
下
の
支
那
政
情
」
（
『
大
支
那
大
系
』
第
三
巻
所
収
）
三
五
七
ペ
ー

　
ジ
。

㊧
懸
垂
亀
太
郎
『
一
二
飼
［
干
渉
以
後
』
一
＝
一
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
復
辟
問
題
は
こ
の

　
す
こ
し
あ
と
で
、
満
痛
の
記
述
は
時
期
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

⑱
　
井
戸
川
辰
三
、
佐
々
木
到
一
『
あ
る
軍
人
の
樹
伝
隔
　
（
そ
の
一
八
ペ
ー
ジ
に
革

　
命
軍
を
敵
視
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
と
あ
る
）
、
山
中
峯
太
郎
『
ア
ジ
ア
の
曙
』

　
な
ど
参
照
。

⑳
　
富
村
は
革
命
援
助
派
が
南
方
に
特
殊
な
関
心
を
も
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
が

　
（
B
）
、
別
論
文
（
A
）
で
は
主
た
る
関
心
は
溝
蒙
、
経
済
的
関
心
は
南
方
を
し
め

　
し
た
と
い
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
的
な
革
命
軍
援
助
か
ら
、
満
蒙

　
獲
得
を
ね
ら
う
も
の
ま
で
あ
り
、
ま
た
革
命
を
は
や
く
解
決
し
て
わ
が
国
利
畏
福

　
症
貿
易
の
伸
展
を
は
か
る
考
え
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

㊧
　
館
一
次
世
界
大
戦
で
船
成
金
と
な
り
、
虎
大
尽
と
称
さ
れ
た
由
本
唯
三
郎
は
『
支

　
那
之
将
来
輪
（
大
正
元
年
十
月
差
）
で
借
款
に
論
及
し
て
い
る
（
五
六
～
七
三
ペ
ー

　
ジ
）
。

⑳
尾
崎
は
自
著
『
随
筆
秋
花
譜
』
で
「
最
高
の
学
府
を
繊
で
、
故
穂
桜
陳
垂
博
士

　
の
推
挙
に
依
り
財
閥
（
三
井
銀
行
の
こ
と
）
の
一
使
用
人
と
な
り
、
次
で
由
本
条

　
太
郎
氏
の
駅
階
請
に
拠
り
日
支
合
弁
〃
の
事
業
に
携
は
り
（
中
臼
実
業
専
務
）
、
締
脚
て
郷

　
里
松
山
市
よ
り
代
議
士
に
選
ば
れ
、
故
岡
野
敬
次
郎
先
生
の
推
翰
に
て
東
拓
の
一

　
重
役
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
の
ち
、
朝
鮮
鉄
道
、
北
九
州
炭
鉱
等
の
重
役
・

　
菓
洋
協
会
理
蘂
な
ど
。

⑳
　
益
田
は
　
月
十
六
日
付
山
県
宛
書
翰
（
山
県
文
書
）
で
、
革
命
党
代
蓑
何
天
燗

　
が
孫
黄
の
電
報
を
閣
下
に
奉
呈
し
た
い
と
望
み
、
彼
の
職
責
上
も
面
会
は
し
て
頂

　
か
な
く
と
も
、
電
報
だ
け
は
受
領
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
遠
慮
が
ち
に
の
べ
、
ま

　
た
森
は
虫
県
が
革
命
反
対
に
　
鎖
し
た
態
度
を
感
心
し
た
と
い
う
（
『
森
恪
』
照
〇

　
六
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
　
『
大
倉
鶴
彦
翁
伝
』
で
は
、
前
途
を
達
観
し
て
義
侠
的
に
南
方
を
支
援
し
た
と

　
あ
る
が
（
二
九
五
～
七
ペ
ー
ジ
）
、
は
じ
め
政
府
働
に
武
器
を
供
与
し
、
の
ち
革
命

　
軍
が
優
勢
に
な
れ
ば
こ
れ
に
借
款
を
供
与
す
る
と
い
う
態
度
を
と
り
、
武
器
な
ど

　
は
払
下
げ
価
椙
よ
り
ニ
ー
八
割
高
い
と
抗
議
さ
れ
て
い
る
（
外
交
銀
建
参
照
）
。
井

　
ト
藩
∵
鈴
木
正
四
共
署
『
日
本
近
代
史
駈
に
、
大
倉
組
な
ど
満
洲
に
進
出
し
た
財

　
閥
は
清
朝
を
支
援
し
た
と
あ
る
が
（
上
巻
二
五
七
ペ
ー
ジ
）
、
初
期
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
華
頂
短
期
大
学
教
授
）

56　（56）



　　　　　　　　　　　　Landlord　and　Tenants

re－examination　of　the　adjustment　law　of　Engi　Lll’ffi’．”’X　Manor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Toshihide　Akamatsu

　　The　weak　point　in　the　modern　study　of　manoyial　management’

mainly　On　theσ舵sα勧請作呈S圭n　the　Way　Of　the　tenant’S　aCqUiSitiOn

of　the　cultivation　r圭gh亡．　’The　former　study　of　nlanors　over▽alued

the　private　possession　of　leubunden口分田，　kodeden回田and撰伽治田

including　the　impO實ance　of　Ukesaleu請作£o　neglect　the　existe簸ce　of

teRants　or　to　eva｝uate　their　effort　for　acquisition　of　the　cultivation

right．

　　This　article，　with　the　opinion　that　at　the　beginning　o£　the　10th

century　the　cultivation　right　for　long　period　was　authorized　for　the

飯st　time　and　1）enchi．γilehen田地立券by　Hyak－ush6mp∂百姓名was　check．

ed，　traces　the　process　of　the　differen£iation　into　landlords　and　tenants

ftom　the　landed　class　whlch　were　looked　upon　｛s　one　body　before

the　10th　century，　and　insists　on　the　re－exaniination　of　the　result　ln

the　enforcement　of　the　adjustment　law　of　Engi延喜Manoi’．

Sin－hai－fe2－min9辛亥革命．　and　Japanese　Tre耳d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Shir6　Yamamoto

　Japanese　trend　to　the　Sin－hai－ke－ming　一nAl｝i，3，（“＃一“pp　has　been　mainly

examined　in　tlie　aspects　of　the　foreign　policy，　loan　problems　and

public　opinion．

　This　article　traces　the　Japzinese　policy　including　the　Japanese　situ－

ation　at　the　end　of　the！吻初明治era，　and　the　trend．　of　the　army

and　othcials　cited　from　the　Yamagata’s　山県　and　KatsMra’s桂　docum－

ents．　ln　shoxt，　£he　confuslon　of　the　po！icy　was　brought　by　the

di鉦erence　between　the　Katsura　and　the　Sα20勿疹一概博Cabihets，　the

prdcausion　of　the　powers　against　Japan，　and　the　diet　power　or　the

pressure　of　the　public　opinion　wkich　grew　critical　to　the　clique　of
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military　ofiicials，　which　ls　’ ＝@miniature　of　the　Japanese　power　sh’ucture

at　the　end　of　the　Mei］’i　ilN’ts　era．

On　the　Agricultural　Technique　in　the　Four　Chapters　of　the

　　　Liz層shilz’ch’Ulz“ts”iU　shan8－nztn．o呂氏春秋上農and　Others

　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　
Toshikazu　Oshima

　　Generally，　in　the　Chct’n．勧。戦国　period（the　3rd　and　4th　centtiries，

B．　C．）　in　China，　iron　tools　o’f　farming　were　popularized　and　the　＄o－

called　ox－farming　that　a　plough　with　an　iron　edge　was　pulled　by　an

dx　enabled　deep　cultivation；　agricultural　art　is　said　to　have　made

progress　and　productive　power　of　agrieulture　to　have　been　increased．

Some　scholars，　however，　have　their　doubts　about　ehis　progress，　and

it　is　not　clear　yet　what　the　then　agricultural　art　was．

　This　article　seek．s　to　make　an　aspect　of　the　then　agricultural

clear　from　the　documents　of　the　four　chapters　of　Shang－nung

others量n　the　Lii－shih－ch’ma．ts’伽二二春秋上農二四編，　refering　to

Tai－t’ien－fa代田法in　the　Han漢dynasty．

art

and

鋤e

Traditions　of　Rational’Dissenters　in　the　Radical

　　Movement：　A　Note　on　lntellectual　Hlstory

　　　　　　　　　in　the　lstla　Century　England

by

Shlgeo　ltabaski

　The　Radical　Moxrement　oceurred　iil　England　towarcl　the　end　of　the

i8th　century　was　an　anti－governinental　movement　raised　against　the

aristocratic　oligarchy　which　had　been．establish．ed　since　the　Glorious

Revolution．　ln　this　political　struggle）　radical　dissenters，　who　demanded

religious　freedom，　played　an　important　role．

　Theologically　this　small　group　of　intellectual　elite　were　no　imme－

diate　successors　of　the　17th　century　Puritanism　in　England．　ln　the

intellec加al　trad組on　a簸d　religious　se飢呈ment，　however，伽ey　inher圭ted
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